
　
　
　
は

じ

め

に

　
本
稿
は
、
鎌
倉
殿
の
最
も
身
近
で
祈
祷
を
勤
め
た
護
持
僧
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
護
持
僧
と
は
本
来
、
平
安
時
代
初
期
に
誕
生
し
た
、
宮
中
に
夜
居
し
て
天
皇

を
日
常
的
に
祈
祷
す
る
僧
で
、
御
持
僧
や
夜
居
僧
と
も
い
う
。
護
持
僧
制
度
は

後
に
貴
族
や
武
家
社
会
に
も
浸
透
し
鎌
倉
殿
護
持
僧
や
室
町
将
軍
の
武
家
護
持

僧
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
っ
た
。
鎌
倉
殿
護
持
僧
は
、
祈
祷
の
対
象
と
す
る

存
在
が
鎌
倉
殿
と
い
う
鎌
倉
幕
府
の
首
長
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
そ
れ
と
同
様

に
、
鎌
倉
に
お
け
る
僧
侶
の
中
心
と
し
て
活
動
し
、
関
東
鎮
護
な
ど
の
祈
祷
に

お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
鎌
倉
殿
に
近
侍

す
る
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
鎌
倉
殿
や
執
権
を
中
心
と
す
る
幕
府
機
構
全
体
の

意
向
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
変
化
し
た
、
換
言
す
れ
ば
、
政
治
的
変
化
の
影
響

を
大
い
に
受
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
護
持
僧
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
は
当
時
の
政
治
状
況
の
一
端
を
も
明
ら
か
に
す
る
事
に
な
る
と

言
え
、
非
常
に
重
要
な
問
題
な
る
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
天
皇
護
持
 僧
 や
室
町
将
軍
護
持
 僧
 に
つ
い
て
は
研
究
が
存
在
す
る

（
１
）
 

（
２
）

の
に
対
し
、
鎌
倉
殿
護
持
僧
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
僧
に
注
目
し
た
僧
に
関
す
る

研
 究
 が
主
で
あ
り
、
い
ま
だ
制
度
に
つ
い
て
総
合
的
に
論
じ
た
研
究
は
な
い
。

（
３
）

　
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
を
論
じ
る
中
に
お
け
る
記
述
の

一
つ
と
し
て
平
雅
行
氏
が
述
べ
た
内
容
が
鎌
倉
殿
護
持
僧
の
制
度
に
つ
い
て
唯

一
と
い
え
 る
 。
氏
は
、
鎌
倉
に
お
け
る
新
た
な
宗
教
組
織
の
整
備
の
過
程
に
護

（
４
）

持
僧
を
位
置
づ
け
、
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
に
三
名
一
組
一
旬
ず
つ
計
九
名

の
僧
侶
が
護
持
僧
に
番
編
成
さ
れ
た
こ
と
や
護
持
僧
の
宗
派
が
東
密
と
台
密

（
山
門
・
寺
門
）
の
密
教
僧
か
ら
な
っ
て
い
た
と
し
、
幕
府
が
「
護
持
僧
を
中
心

に
し
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
な
ど
の
幕
府
御
願
寺
を
組
織
し
、
祈
雨
・
天
変
・
戦
勝

な
ど
を
祈
ら
せ
た
」
と
述
べ
た
。
以
上
の
理
解
が
鎌
倉
殿
護
持
僧
に
関
す
る
研

究
の
現
在
の
到
達
点
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
護
持
僧
制
度
が
ど
の
よ
う
な
人
員
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
ど
の
よ

う
な
目
的
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
の
か
、
十
分
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

九
条
頼
経
や
宗
尊
親
王
と
い
う
擁
立
さ
れ
た
鎌
倉
殿
と
そ
れ
を
合
議
体
に
よ
っ

て
牽
制
し
て
い
く
執
権
を
中
心
と
し
た
幕
府
機
構
の
対
立
過
程
の
中
で
ど
の
よ

う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
、
な
ど
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
課
題
は

多
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
鎌
倉
殿
護
持
僧
の
存
在
が
史
料
か
ら
確
実
に
確
認
さ
れ
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鎌
倉
殿
護
持
僧
に
つ
い
て
の
一
考
察
 ―
源
家
三
代
期
か
ら
宗
尊
親
王
期
ま
で
を
中
心
に
 ―

永
　
塚
　
昌
　
仁

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
護
持
僧
　
鎌
倉
殿
　
鎌
倉
幕
府
　
九
条
頼
経
　
宗
尊
親
王

山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
，
第
八
号
，
三
六－

五
五
頁
，
二
〇
〇
七
年



る
源
頼
朝
期
か
ら
宗
尊
親
王
期
ま
で
を
検
討
対
象
時
期
と
し
、
そ
れ
を
三
期
、

す
な
わ
ち
源
家
三
代
期
、
九
条
頼
経
・
頼
嗣
期
、
宗
尊
期
に
区
分
し
、
各
時
期

に
お
け
る
護
持
僧
の
変
遷
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
護
持
僧
制
度
の
意
義
と
人
事

の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
の
引
用
を
除
い
た
す
べ
て
の
部
分
で
、
鎌
倉
幕

府
首
長
を
「
将
軍
」
で
は
な
く
「
鎌
倉
殿
」
と
表
現
す
る
。
そ
れ
は
近
藤
成
一

氏
の
述
べ
る
「
幕
府
首
長
に
と
っ
て
征
夷
大
将
軍
と
い
う
官
職
は
大
切
だ
け
れ

ど
も
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
重
要
な
見
 解
 も
存
在
す
る
こ
と
、
ま

（
５
）

た
、
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
人
物
が
い
な
い
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
か

ら
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
ま
で
の
間
に
も
幕
府
首
長
に
属
し
た
護
持
僧
や
陰

陽
師
が
存
在
し
た
事
実
か
ら
、
彼
ら
を
｢将
軍
護
持
僧
｣や
「
将
軍
陰
陽
師
」
と

し
て
表
現
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
源
家
三
代
期

　
源
家
三
代
期
の
護
持
僧
で
ま
ず
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
源
頼

朝
護
持
僧
の
性
我
で
あ
る
。
性
我
に
つ
い
て
は
横
山
和
弘
氏
の
研
 究
 が
あ
る
。

（
６
）

横
山
氏
に
よ
れ
ば
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
九
月
三
日
に
、
平
治
の
乱
で
殺

さ
れ
た
源
義
朝
の
「
首
」
を
持
っ
て
鎌
倉
に
下
向
し
て
き
た
。
性
我
は
文
覚
上

人
の
弟
子
で
あ
り
、
当
時
文
覚
が
神
護
寺
の
復
興
に
携
わ
っ
て
い
た
た
め
、
代

わ
り
に
性
我
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
。
性
我
は
同
日
、
南
御
堂
（
後
の
勝
長
寿

院
）
に
義
朝
を
葬
っ
て
お
り
、
そ
の
後
勝
長
寿
院
の
別
当
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
一
連
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
頼
朝
の
護
持
僧
の
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

性
我
が
い
つ
頼
朝
の
護
持
僧
に
就
任
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、『
真
言

伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
 脈
 』
に
は
、

（
７
）

　
 二
　
品
 　

 北
條
御
室

 法
　
親
 　
王
守
覚
 

 　

 御
室
弟
子

　（
中
略
）

　
　
性
雅
大
法
師
 

　
　
　
　
同
年
同
月
（
建
久
二
年
四
月
）
廿
七
日
於
南
院
受
レ

之
、
衆
十
人
内
、

（
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
。
以
降
同
じ
）

と
あ
り
、
頼
朝
の
護
持
僧
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
守
覚
法
親
王
か
ら
伝
法
灌
頂
を

受
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
以
前
に
就
任
し
た

事
は
確
実
で
あ
る
。

　『
東
宝
記
』
に
も
ま
た
「
専

 覚

房

     

阿
闍
梨
性
我
 

 

（
恵
 眼
 カ
）

 」
  と
あ
る
こ
と
か

（
８
）

ら
、
性
我
は
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
時
点
で
頼
朝
護
持
僧
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
源
頼
朝
の
死
後
、
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
五
月
十
一
日
に
性
我
は
鎌

倉
を
去
っ
て
京
都
に
帰
還
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
頼
朝
の
護
持
僧
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　
頼
朝
の
死
後
に
性
我
が
京
都
に
帰
還
し
た
件
に
関
し
て
、
横
山
氏
は
「
頼
朝

個
人
と
の
人
格
的
関
係
が
大
き
か
っ
た
」
と
し
て
、
東
国
在
住
僧
で
あ
り
鶴
岡

供
僧
で
も
あ
っ
た
安
楽
房
重
慶
と
比
較
し
、
頼
朝
の
死
後
、
重
慶
は
鎌
倉
に
止

ま
っ
て
頼
家
・
実
朝
の
仏
事
導
師
な
ど
を
勤
め
て
い
る
事
を
挙
げ
、
性
我
と
頼

朝
の
個
人
的
関
係
を
強
調
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
頼
朝
期
の
護
持
僧
は
頼

朝
個
人
と
の
関
係
が
そ
の
在
任
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

御
年
卅
五
、

付
　
　
　
、

号
恵
眼
房
、
鎌
倉
右
大

将
護
持
僧
、
仍
申
請
之

右
大
将
家

護
持
僧
、
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忠
快
を
源
実
朝
護
持
僧
と
見
て
い
る
速
水
侑
 氏
 は
「
実
朝
が
鶴
岡
社
頭
に
横

（
９
）

死
す
る
と
と
も
に
、
実
朝
の
護
持
僧
と
し
て
自
他
と
も
に
許
し
て
い
た
忠
快
は
、

鎌
倉
政
権
下
に
お
け
る
地
歩
を
失
っ
た
ら
し
く
幕
府
の
公
的
仏
事
の
場
か
ら
は

遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
る
が
、
頼
朝
期
の
み
な
ら
ず
、
源
家
三
代
期

を
通
し
て
護
持
僧
の
鎌
倉
殿
と
の
個
人
的
関
係
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
事

が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

　
話
が
前
後
し
た
が
実
朝
期
に
入
る
と
、
人
員
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
護
持

僧
制
度
の
内
容
が
少
し
ば
か
り
明
ら
か
に
な
る
。『
吾
妻
鏡
』（
以
降
『
鏡
』
と

略
す
）
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
九
月
十
二
日
条
を
見
て
み
た
い
。

十
二
日
己
酉
、
於
幕
府
有
駒
御
覧
、
修
理
亮
（
泰
時
）
所
被
進
也
、
三
浦

平
六
左
衛
門
尉
義
村
御
厩
別
当
、
為
奉
行
、
諸
人
群
参
、
及
千
人
、
経
御

覧
之
後
、
可
賜
人
人
之
旨
被
仰
出
、
相
州
承
其
人
数
、
於
当
座
、
令
右
筆

注
折
紙
給
云
云
、

一
疋
　
鹿
毛
　
　
今
日
護
持
僧
　
一
疋
　
黒
駮
　
　
出
雲
守

一
疋
　
葦
毛
　
　
大
和
前
司
　
　
一
疋
　
鴾
毛
　
　
三
条
蔵
人

一
疋
　
黒
糟
毛
　
近
江
前
司
　
　
一
疋
　
鹿
毛
　
　
豊
前
兵
衛
尉

一
疋
　
鴾
毛
　
　
宮
内
兵
衛
尉
　
一
疋
　
瓦
毛
　
　
藤
九
郎
次
郎

一
疋
　
栗
毛
　
　
内
藤
右
馬
允
　
一
疋
　
赤
葦
毛
　
当
番
陰
陽
師

殿
上
人
僧
陰
陽
師
之
外
、
皆
参
庭
中
給
之
、
退
出

（
傍
線
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
。
以
降
同
じ
）

　
こ
れ
は
将
軍
源
実
朝
の
時
期
に
幕
府
で
駒
御
覧
が
行
な
わ
れ
た
記
事
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
護
持
僧
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
日
条
で
注
目

さ
れ
る
の
は
傍
線
部
の
「
今
日
護
持
僧
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。「
今
日
」
と
い

う
記
述
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
今
日
」
で
な
い
護
持
僧
も
い
る
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
実
朝
期
に
は
護
持
僧
に
よ
る
日
常
的
祈
祷
の
当
番
制
が
定
ま
っ
て
い
た

事
に
な
る
。
ま
た
、
陰
陽
師
は
｢当
番
｣と
書
か
れ
て
い
る
事
か
ら
、
護
持
僧
が

一
日
交
代
で
陰
陽
師
は
複
数
日
交
代
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
松
尾
剛
次
氏
は
こ
の
当
番
の
陰
陽
師
を
護
持
陰
陽
師
と
見
て
い
 
。
そ
れ
ま

で
は
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
の
護
持
僧
・
護
持
陰
陽
師
結
 
に
よ
っ
て
当
番

制
が
始
ま
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、
氏
の
見
解
に
よ
っ
て
護
持
僧
・
護
持
陰

陽
師
の
当
番
制
が
少
な
く
と
も
実
朝
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
護
持
僧
と
護
持
陰
陽
師
が
実
朝
期
か
ら
協
力
し
て

日
常
的
な
祈
祷
を
行
な
っ
て
い
た
事
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

二
、
九
条
頼
経
・
頼
嗣
期

　
源
頼
家
の
子
公
暁
に
よ
っ
て
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
た
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）

の
七
月
に
九
条
頼
経
が
新
し
い
鎌
倉
殿
と
し
て
下
向
す
る
。
こ
の
時
、
護
持
僧

と
し
て
観
基
が
随
行
し
た
。

　
観
基
に
つ
い
て
は
平
雅
行
氏
の
研
 
が
詳
し
い
。『
尊
卑
分
脉
』
で
は
寺
門
派

と
な
っ
て
い
る
が
、
平
氏
に
よ
っ
て
山
門
派
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
『
門
葉
記
』
に
よ
れ
ば
、
下
向
以
前
の
京
都
に
お
い
て
、
慈
円
や

良
快(
 と
も
に
九
条
家
出
身
の
高
僧)

 の
伴
僧
を
勤
め
た
事
が
分
か
り
、
ま
た
、

順
徳
天
皇
中
宮
で
あ
る
九
条
良
経
女
立
子
の
出
産
の
祈
祷
に
も
参
加
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
観
基
は
九
条
家
と
の
関
係
の
深
い
僧
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
頼
経
に
随
行
し
て
鎌
倉
に
来
た
事
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

（
　
）
10る

（
　
）
11番

（
　
）
12究
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そ
し
て
、
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
に
は
護
持
僧
と
護
持
陰
陽
師
の
結
番
が

な
さ
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
当
番
制
自
体
は
実
朝
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、

人
員
構
成
ま
で
が
明
確
に
分
か
る
の
は
安
貞
元
年
の
記
事
が
初
め
て
で
あ
る
。

十
三
日
戊
午
、
陰
、
護
持
僧
、
陰
陽
師
等
被
結
番
、
隠
岐
入
道
（
二
階
堂

行
村
）
、
周
防
前
司
（
藤
原
親
実
）、
後
藤
左
衛
門
尉
（
後
藤
基
綱
）
為
奉

行
、

先
護
持
僧

　
上
旬
　
弁
僧
正
　
　
（
定
豪
・
東
）
　
丹
後
僧
都
（
頼
暁
・
山
）

　
　
　
　
宰
相
律
師
　
（
円
親
・
寺
）

　
中
旬
　
大
蔵
卿
法
印
（
良
信
・
山
）
　
大
進
僧
都
（
観
基
・
山
）

　
　
　
　
常
陸
律
師
　
（
不
明
）

　
下
旬
　
信
濃
法
印
　
（
道
禅
・
寺
）
　
加
賀
律
師
（
定
清
・
東
）

　
　
　
　
蓮
月
房
律
師
（
不
明
）

次
陰
陽
師

　
一
番
　
泰
貞
　
　
　
　
　
　
　
二
番
　
晴
賢

　
三
番
　
重
宗
　
　
　
　
　
　
　
四
番
　
晴
職

　
五
番
　
文
元
　
　
　
　
　
　
　
六
番
　
晴
茂

こ
れ
は
そ
の
『
鏡
』
安
貞
元
年
十
二
月
十
三
日
条
で
あ
る
。
上
・
中
・
下
旬
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
護
持
僧
は
三
人
ず
つ
の
十
日
交
代
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
陰
陽
師
は
六
番
編
成
で
あ
る
こ
と
か
ら
五
日
交
代
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
人
員
構
成
に
つ
い
て
は
次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
第
一
点
は
、
定
豪
・
良
信
・
道
禅
と
い
っ
た
、
承
久
の
乱
の
と
き
か
ら
幕
府

の
祈
祷
に
携
わ
っ
て
き
た
、
幕
府
と
の
関
係
の
深
い
僧
が
各
旬
の
上
首
に
な
っ

て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
の
三
者
は
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
五
月
二
十
七
日
に

如
意
寺
法
印
円
意
と
と
も
に
戦
勝
祈
願
の
祈
祷
を
行
な
っ
て
お
 
、
承
久
の
乱

と
い
う
幕
府
の
命
運
の
か
か
っ
た
戦
い
に
お
い
て
宗
教
的
側
面
か
ら
幕
府
を
支

え
、
以
後
も
幕
府
の
た
め
に
尽
力
し
た
僧
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
定
豪
は
鶴

岡
八
幡
宮
の
別
当
、
良
信
は
勝
長
寿
院
の
別
 
で
あ
る
か
ら
鎌
倉
宗
教
界
の
中

心
的
僧
侶
が
護
持
僧
の
中
心
に
選
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
 
。

　
第
二
の
注
目
点
は
、
頼
経
と
個
人
的
関
係
の
深
い
観
基
が
旬
の
上
首
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
観
基
は
承
久
元
年
以
来
護
持
僧

と
し
て
最
も
頼
経
と
関
わ
っ
て
き
た
僧
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は

旬
の
上
首
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
今
回
の
護
持
僧
結
番
が
鎌
倉
殿
と
の
個

人
的
関
係
を
軽
視
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
観
基
だ
け
で
は

な
く
円
親
に
も
い
え
る
。

　
こ
の
円
親
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
明
確
に
触
れ
ら
れ
て
は
い
な

い
。
そ
こ
で
多
少
の
人
物
比
定
を
試
み
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
、『
尊
卑
分
脉
』
に
は
藤
原
親
能
の
娘
に
「
女
子
 

」
と
あ
る
。

こ
れ
は
大
宮
局
と
呼
ば
れ
、
頼
経
の
側
室
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
兄
弟
に
円
親
が
存
在
す
る
。
ま
た
親
能
の
弟
定
親
の
子
に
も
円
親
が
存
在

す
る
（
定
親
の
子
の
円
親
に
は
「
寺
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
）。
一
方
、『
園
城

寺
伝
法
血
脈
 
に
は
明
弁
の
授
法
弟
子
に
明
親
と
い
う
人
物
が
い
る
が
、
明
親

に
は
「
元
円
親
、
大
納
言
、
侍
従
中
納
言
親
能
孫
、
少
将
定
親
子
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、『
尊
卑
分
脉
』
と
は
矛
盾
す
る
。
一
概
に
ど
ち
ら
の
記
述
を
信
用
す
る

か
判
断
し
か
ね
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
円
親
が
頼
経
室
の
近
親
で
あ
る
こ
と

（
　
）
13り

（
　
）
14当

（
　
）
15う

将
軍
頼
経

室
頼
嗣
母

（
　
）
16』
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は
間
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
円
親
も
頼
経
と
の
個
人
的
関
係
に
よ
っ
て
護
持
僧

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
円
親
は
上
旬
の
最
後
尾
に
位
置
し
て
い
る
。
僧
綱
の
順
に
則
っ
て
い
る

と
い
え
ば
そ
う
だ
が
、
し
か
し
、
同
じ
律
師
の
定
清
は
下
旬
の
第
二
番
目
に
位

置
し
て
お
り
、
円
親
よ
り
も
上
位
と
考
え
ら
れ
る
。と
い
う
こ
と
は
、円
親
に
関

し
て
も
頼
経
と
の
個
人
的
関
係
が
軽
視
さ
れ
た
結
番
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
源
家
三
代
期
に
お
け
る
護
持
僧
は
鎌

倉
殿
と
の
個
人
的
な
関
係
に
よ
っ
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
鎌
倉
殿
個
人
に

護
持
僧
の
補
任
・
改
替
権
が
握
ら
れ
て
い
た
。し
か
し
、頼
経
期
に
至
っ
て
は
、鎌

倉
殿
個
人
を
護
持
す
る
存
在
な
が
ら
、
補
任
・
改
替
が
鎌
倉
殿
個
人
の
権
限
の

み
に
寄
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
執
権
北
条
氏
も
含
め
た
幕
府
全
体

の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
の
事
と
判
断
さ
れ
る
。
安
貞
元
年
に
鎌
倉
殿
護
持
制
度

が
幕
府
の
公
的
制
度
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
鎌
倉
殿
は
祈
祷
さ
れ

る
権
利
を
有
し
て
も
祈
祷
者
を
自
由
に
選
ぶ
権
利
は
徐
々
に
奪
わ
れ
て
い
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
九
条
頼
経
に
つ
い
て
は
、
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
の
上
洛
・
再
下
向
後
か

ら
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
京
都
に
追
放
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
執
権
と
の
政
治

主
導
権
を
争
う
よ
う
な
行
動
を
様
々
起
こ
し
て
い
る
事
が
見
受
け
ら
れ
る
。
再

下
向
直
後
の
北
条
庶
流
名
越
氏
と
の
接
 
や
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
の
政
所

別
当
の
増
 
は
そ
れ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
執
権
と
の
対
立
を
深
め
て
い
く
中
で
、
九
条
頼
経
の
護

持
僧
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
寛
喜
四
年
（
一
二
三
二
）
三
月
十
五
 
に
観
基
が
亡
く
な
っ
た
。
す

る
と
、
観
基
と
同
じ
成
円
の
弟
子
で
あ
り
、
慈
円
か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
成

（
　
）
17近

（
　
）
18員

（
　
）
19日

源
が
下
向
す
る
。
成
源
に
つ
い
て
も
平
氏
が
詳
し
 
。
京
都
に
お
け
る
活
動
を

検
討
す
る
限
り
で
は
、
九
条
道
家
室
や
道
家
女
の
出
産
の
祈
祷
、
道
家
出
家
の

際
の
唄
師
を
勤
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
源
は
「
九
条
家
に
近
侍
し
」
て
い
た

僧
で
あ
る
。
成
源
も
ま
た
頼
経
個
人
と
の
関
係
が
強
い
僧
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
成
源
が
い
つ
鎌
倉
に
下
向
し
て
き
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
観
基
が
亡
く
な
っ

た
そ
の
年
の
八
月
に
延
暦
寺
西
塔
の
院
主
を
辞
め
て
お
 
、
ま
た
、
成
源
は
頼

経
持
仏
堂
で
あ
る
久
遠
寿
量
院
の
初
代
別
当
で
あ
る
事
が
分
か
 
か
ら
、
貞
永

元
年
（
一
二
三
二
）
の
八
月
以
降
の
比
較
的
早
い
時
期
に
下
向
し
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。

　
下
向
後
の
成
源
は
、
頼
経
の
暦
仁
元
年
の
上
洛
に
護
持
僧
と
し
て
随
っ
て
い

 
。
道
中
で
は
、
頼
経
仮
の
御
所
の
近
辺
に
医
師
・
陰
陽
師
と
と
も
に
宿
泊
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
殿
の
出
行
に
対
す
る
随
行
も
ま
た
護
持
僧
の
重
要
な

役
割
の
一
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
暦
仁
元
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
鶴
岡
の
別
当
と
し
て
長
ら
く
鎌
倉
宗
教
界

の
中
心
と
し
て
活
躍
し
て
東
寺
長
者
と
し
て
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
定
豪
が
亡

く
な
っ
て
い
 
。
実
際
に
は
、
承
久
三
年
九
月
に
鶴
岡
別
当
職
を
定
豪
は
辞
し

て
い
る
。
し
か
し
、
定
豪
は
｢本
主
｣と
し
て
鶴
岡
別
当
と
し
て
の
機
能
を
有
し

て
お
り
、
定
豪
に
別
当
職
を
譲
ら
れ
た
定
雅
・
定
親
は
代
官
的
存
在
だ
っ
た
こ

と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
 
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
豪
が
健
在
な
間

は
た
と
え
京
都
に
い
よ
う
と
も
彼
が
鎌
倉
宗
教
界
の
中
心
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
定
豪
が
亡
く
な
っ
た
暦
仁
元
年
以
後
、
鎌
倉
の
宗
教
状
況
は
一
変
し
た
。

仏
教
に
よ
る
祈
祷
は
先
述
の
成
源
と
道
慶
が
、
陰
陽
道
祭
祀
は
道
慶
と
同
様
に

再
下
向
に
随
行
し
て
き
た
陰
陽
頭
安
倍
維
範
が
中
心
と
な
っ
て
行
な
う
よ
う
に

な
っ
た
。
道
慶
は
九
条
良
経
の
子
で
天
台
宗
寺
門
派
の
僧
で
あ
り
頼
経
の
叔
父

（
　
）
20い

（
　
）
21り

（
　
）
22る

（
　
）
23る

（
　
）
24る

（
　
）
25り
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に
あ
た
る
。
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
四
条
天
皇
護
持
僧
と
な
り
、
翌
年
に
は

園
城
寺
長
吏
に
補
さ
れ
て
い
 
こ
と
か
ら
、
京
都
仏
教
界
に
お
い
て
も
極
め
て

高
い
地
位
を
有
す
る
。

　
道
慶
は
暦
仁
元
年
以
後
に
活
動
の
場
を
鎌
倉
に
移
す
。
仁
治
二
年
に
頼
経
の

推
挙
に
よ
っ
て
大
僧
正
に
転
任
 
、
寛
元
元
年(

 一
二
四
二)

 に
は
御
所
の
巽
の

角
に
道
慶
の
壇
所
が
建
て
ら
 
、
頼
経
を
常
時
宗
教
的
に
守
る
体
制
が
整
う
。

そ
し
て
、
嘉
禎
三
年
ま
で
定
豪
な
い
し
彼
に
関
係
す
る
人
物
に
よ
っ
て
独
占
さ

れ
て
き
た
五
壇
法
の
中
壇
は
道
慶
も
し
く
は
頼
経
と
の
関
係
の
強
い
僧
た
ち
に

独
占
さ
れ
た
（
後
掲
表
）
。

　
五
壇
法
と
は
、
中
壇
に
不
動
明
王
、
脇
壇
に
降
三
世
明
王
、
軍
荼
利
明
王
、

大
威
徳
明
王
、
金
剛
夜
叉
明
王
の
四
壇
を
配
し
、
五
連
壇
の
形
で
同
時
に
行
う

祈
祷
修
法
で
あ
る
。
十
世
紀
前
半
期
に
始
ま
っ
た
王
朝
の
祈
祷
修
法
で
、
院
政

期
に
本
格
的
な
展
開
を
見
せ
、
南
北
朝
期
に
は
国
家
的
主
催
権
を
武
家
に
移
し

て
十
六
世
紀
の
前
半
ま
で
存
続
し
た
。
具
体
的
に
は
、
平
安
期
に
は
上
皇
や
天

皇
の
病
気
治
癒
、
后
妃
の
平
産
、
親
王
の
立
坊
な
ど
の
天
皇
家
に
関
す
る
事
柄

に
お
い
て
修
さ
れ
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
、
天
変
や
彗
星
の
出
現
、
政
敵
の

調
伏
の
際
に
も
行
な
わ
れ
た
、
い
わ
ば
国
家
を
支
え
る
修
法
と
い
え
 
。
幕
府

が
関
東
で
独
自
に
行
う
こ
と
に
つ
い
て
も
右
の
よ
う
な
重
要
な
意
味
を
持
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
五
壇
法
中
壇
に
自
身
の
関
係
者
を
配
置
す
る
こ
と
は
、
頼
経
に
と
っ
て
強
い

意
欲
の
表
れ
と
も
取
れ
る
。
道
慶
ら
が
五
壇
法
中
壇
を
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
の
目
的
は
す
べ
て
頼
経
・
頼
嗣
父
子
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
自
身
の

権
力
強
化
の
一
面
を
持
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
工
藤
勝
彦
氏
は
、
頼
経
元
服
前
に
下
知
状
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
安
堵
が
、

（
　
）
26る

（
　
）
27し

（
　
）
28れ

（
　
）
29る

元
服
後
の
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
か
ら
政
所
下
文
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
、
仁

治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
は
下
知
状
に
よ
る
御
恩
授
受
が
行
わ
れ
な
く
な
る
こ

と
を
指
摘
し
、
頼
経
の
主
従
的
支
配
権
の
伸
長
と
執
権
勢
力
の
後
退
を
指
摘
し

て
い
 
が
、
鎌
倉
宗
教
界
が
頼
経
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

ま
さ
に
こ
の
期
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
頼
経
は
安
貞
元
年
に
時
点
で
は
制
限

さ
れ
て
い
た
護
持
僧
の
人
事
権
を
再
び
掌
握
し
、
自
身
と
の
関
係
の
強
い
僧
を

祈
祷
に
動
員
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
頼
経
の
権
力
の
伸
長
は
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
の
宮
騒
動
を

も
っ
て
終
わ
る
。

　
宮
騒
動
と
は
、
寛
元
四
年
閏
四
月
に
北
条
経
時
が
亡
く
な
っ
た
後
に
起
こ
っ

た
、
執
権
北
条
時
頼
と
頼
経
派
が
対
決
し
た
事
件
で
あ
る
。
五
月
二
十
五
日
に

名
越
光
時
と
藤
原
定
員
が
出
家
し
、
六
月
七
日
に
は
後
藤
基
綱
、
狩
野
為
佐
、

千
葉
秀
胤
、
三
善
康
持
が
評
定
衆
か
ら
除
か
れ
、
十
三
日
に
は
光
時
が
伊
豆
に

流
さ
れ
た
。
七
月
十
一
日
に
は
九
条
頼
経
が
京
都
に
送
還
、
頼
経
派
が
鎌
倉
か

ら
一
掃
さ
 
、
ま
た
、
京
都
で
は
頼
経
実
家
の
九
条
家
が
失
脚
し
た
。

　
頼
経
が
京
都
に
送
還
さ
れ
る
際
、
側
近
だ
っ
た
藤
原
親
実
ほ
か
の
近
習
も
つ

き
従
っ
て
い
る
。
ま
た
道
慶
ほ
か
の
高
僧
と
陰
陽
師
数
人
も
京
都
に
同
行
し
て

い
る
。
良
信
や
道
禅
ら
が
そ
の
後
も
鎌
倉
で
活
動
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
道

慶
の
鎌
倉
に
お
け
る
存
在
基
盤
が
い
か
に
頼
経
に
依
存
し
て
い
た
か
が
分
か
る

だ
ろ
う
。
 

（
　
）
30る

（
　
）
31れ
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三
、
宗
尊
親
王
期

　
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
四
月
、
実
朝
の
死
後
、
幕
府
長
年
の
懸
案
だ
っ
た

親
王
の
下
向
が
果
た
さ
れ
る
。
後
嵯
峨
天
皇
の
第
一
子
宗
尊
親
王
で
あ
る
。

　
宗
尊
親
王
の
護
持
僧
は
史
料
上
で
は
二
人
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な

わ
ち
厳
恵
と
大
弐
法
印
で
あ
る
。
厳
恵
は
『
鏡
』
に
多
く
登
場
す
る
が
、
大
弐

法
印
と
い
う
人
物
は
一
度
し
か
登
場
し
な
 
。
そ
こ
で
厳
恵
の
活
動
を
追
う
こ

と
に
よ
っ
て
宗
尊
親
王
期
の
護
持
僧
の
復
元
を
試
み
た
い
。

　
厳
恵
が
護
持
僧
で
あ
る
こ
と
は
『
血
脈
類
集
記
 
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　
　
 法
印
権
 大
 僧
都
厳
恵

       

 

十
六
代
。
 
 厳
海
僧
正
付
法

　
　
（
裏
書
）
厳
恵
事

大
納
言
高
實
卿
息
、
厳
海
僧
正
灌
頂
資
、
附
法
、
号
左
大
臣
法
印
又
云
随

心
院
法
印
、
鎌
倉
将
軍
家
三
品
中
書
王
宗
尊
護
持
僧
、
明
王
院
別
当
御
持

仏
堂
別
当

こ
れ
に
よ
れ
ば
厳
恵
は
、
宗
尊
親
王
の
護
持
僧
で
あ
り
、
鎌
倉
明
王
院
と
持
仏

堂
の
別
当
だ
っ
た
事
が
分
か
る
。
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
正
月
八
日
に
宮
中

で
行
な
わ
れ
た
後
七
日
御
修
法
の
伴
僧
に
名
を
連
ね
て
い
 
こ
と
か
ら
、
厳
恵

の
下
向
は
そ
れ
以
後
だ
ろ
う
。

　
厳
恵
の
護
持
僧
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
は
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。
以
下

に
挙
げ
よ
う
。

（
　
）
32い

（
　
）
33』

付
法
二
人

関
東
明
王
院
別
当

（
　
）
34る

（
Ａ
）
 十
四
日
乙
未
、
自
来
廿
一
日
依
可
有
御
祈
、
為
左
大
臣
法
印
（
厳
恵
）

休
所
、
可
被
点
出
羽
入
道
道
空
（
二
階
堂
行
義
）
家
之
由
云
云
、

（
Ｂ
）
 十
八
日
己
亥
、
陰
、（
中
略
）
御
祈
大
阿
闍
梨
（
厳
恵
）
休
所
事
、
道

空
家
者
、
去
比
弾
正
少
弼
（
北
条
業
時
）
給
之
畢
、
常
陸
入
道
（
二

階
堂
行
久
）
家
者
、
来
月
二
所
御
参
詣
御
物
等
沙
汰
奉
行
之
間
、
今

日
被
点
後
藤
壱
岐
前
司
（
後
藤
基
政
）
家
云
云
、

　（
Ａ
）
は
『
鏡
』
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
正
月
十
四
日
条
で
、
正
月
二
十
一

日
か
ら
行
な
わ
れ
る
厳
恵
に
よ
る
祈
祷
の
休
所
を
二
階
堂
行
義
の
家
に
定
め
た

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
空
の
家
は
す
で
に
北
条
業
時
の
所

有
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
二
階
堂
行
久
は
二
月
の
二
所
詣
の
奉
行
人
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
厳
恵
の
休
所
は
後
藤
基
政
の
家
に
決
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
（
Ｂ
）

『
鏡
』
弘
長
三
年
正
月
十
八
日
条
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
祈
祷
は
宗
尊
の
病
や
天
変
そ
の
他
の
臨
時
に
行
わ
れ
る
祈
祷
で
は

な
く
、
あ
ら
か
じ
め
開
始
日
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
祈
祷
の
補
助
を
す
る
奉

行
人
も
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
十
一
日
か
ら
行
な

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
月
の
下
旬
の
始
ま
り
に
相
当
す
る
事
か
ら
、
安
貞
元
年

以
来
の
上
、
中
、
下
旬
に
分
け
ら
れ
た
日
常
的
祈
祷
の
当
番
制
が
宗
尊
期
に
行

な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
、
当
然
上
旬
と
中
旬
の
僧
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
Ｃ
）
 廿
四
日
癸
酉
、
被
点
筑
前
入
道
（
二
階
堂
行
泰
）
宿
所
、
是
自
来
四

（
五
カ
）
月
一
日
、
為
御
祈
大
阿
闍
梨
松
殿
僧
正
（
良
基
）
居
所
也
、
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（
Ｄ
）
 十
一
日
丁
巳
、（
中
略
）
今
夕
、
被
始
行
御
祈
之
間
、
為
大
阿
闍
梨
安

祥
寺
僧
正
（
良
瑜
）
休
所
、
被
点
和
泉
前
司
行
方
家
也
、
師
連
奉
行

之
云
云
、

　
（
Ｃ
）
『
鏡
』
弘
長
三
年
四
月
二
十
四
日
条
で
あ
り
良
基
に
つ
い
て
居
所
が
点

ぜ
ら
れ
、（
Ｄ
）
は
『
鏡
』
弘
長
三
年
十
二
月
十
一
日
条
で
あ
り
良
瑜
に
つ
い
て

休
所
を
御
家
人
の
家
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
良
基

は
上
旬
一
日
か
ら
、
良
瑜
は
中
旬
十
一
日
か
ら
祈
祷
を
行
っ
て
い
る
事
か
ら
も

彼
ら
が
当
番
に
な
っ
て
い
た
事
は
容
易
に
想
像
で
き
る
と
思
う
。（
Ａ
）・（
Ｂ
）も

ふ
く
め
た
こ
れ
ら
の
記
事
は
弘
長
三
年
と
い
う
同
じ
年
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る

事
か
ら
、
私
見
で
は
、
こ
の
年
の
上
旬
は
良
基
、
中
旬
は
良
瑜
、
下
旬
は
厳
恵

が
宗
尊
親
王
の
護
持
僧
と
し
て
祈
祷
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
宗
尊
護
持
僧
は
以
上
の
三
人
が
す
べ
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
寛
元

四
年
の
九
条
頼
経
送
還
に
あ
た
っ
て
頼
経
個
人
と
の
関
係
を
持
っ
た
護
持
僧
が

否
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
に
残
っ
た
の
は
幕
府
機
構
全
体
と
の
関

係
の
強
い
僧
の
み
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、宗
尊
下
向
当
初
は
頼
経
の
護
持
僧
だ
っ

た
良
信
や
道
禅
、
宝
治
合
戦
で
北
条
時
頼
の
信
頼
を
得
て
鶴
岡
の
別
当
に
補
任

さ
れ
た
隆
弁
も
ま
た
護
持
僧
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
良
信
が
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
に
、
道
禅
が
建
長
八
年
（
一
二

五
六
）
に
亡
く
な
 
と
、
護
持
僧
の
構
成
も
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。厳
恵
・

良
基
・
良
瑜
は
そ
の
中
で
護
持
僧
に
補
任
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
六
月
四
日
に
勝
長
寿
院
供
養
が
行
な
わ
れ
た
。
そ

の
大
阿
闍
梨
を
誰
が
勤
め
る
か
に
つ
い
て
五
月
五
 
に
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
。

五
人
の
僧
の
名
を
書
い
た
紙
を
一
つ
ず
つ
箱
に
入
れ
、
法
華
堂
別
当
尊
範
が
七

（
　
）
35る

（
　
）
36日

日
間
の
護
摩
を
奉
仕
し
た
後
に
五
つ
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
大
阿
闍
梨
を
決
め
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
五
人
は
良
瑜
・
隆
弁
・
尊
家
・
良
基
・

厳
恵
だ
っ
た
。
勝
長
寿
院
と
い
う
幕
府
草
創
期
か
ら
の
重
要
な
寺
院
の
供
養
で

あ
る
か
ら
、
並
の
僧
に
奉
仕
さ
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
良
瑜
は
僧
正
、
隆

弁
は
鶴
岡
別
当
、
尊
家
は
日
光
山
別
当
、
良
基
は
こ
の
時
期
永
福
寺
別
 
か
、

厳
恵
は
明
王
院
か
宗
尊
持
仏
堂
の
別
当
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
が
ま
さ
に
こ
の

と
き
の
鎌
倉
仏
教
界
の
重
鎮
で
あ
り
、
宗
尊
親
王
護
持
僧
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
う
ち
の
厳
恵
と
良
基
が
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
の

宗
尊
の
京
都
送
還
に
前
後
し
て
鎌
倉
を
去
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　『
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
文
永
三
年
六
月
二
十
日
に
良
基
は
鎌
倉
を
去
っ
て
い
る
。

良
基
に
関
し
て
は
、
宗
尊
室
藤
原
宰
子
と
の
密
通
事
件
が
あ
る
。
詳
細
は
樋
口

芳
麻
呂
 
や
川
添
昭
二
 
の
論
に
譲
る
が
、
宰
子
と
密
通
に
及
ぶ
、
も
し
く
は

そ
の
よ
う
な
噂
が
立
つ
ほ
ど
良
基
が
宗
尊
夫
妻
に
接
近
す
る
存
在
に
な
っ
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
樋
口
氏
は
、『
鏡
』
文
永
三
年
四
月
二
十
二

日
条
の
「
依
将
軍
家
御
悩
事
、
以
松
殿
僧
正
為
験
者
、
可
有
護
身
之
由
、
及
御

沙
汰
云
云
」
を
見
て
、
良
基
が
護
持
僧
に
な
っ
た
の
は
こ
の
日
と
し
て
い
る
が
、

先
述
の
よ
う
に
、
弘
長
三
年
以
前
か
ら
護
持
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
良
基
が
去
っ
た
四
日
後
の
六
月
二
十
四
日
に
今
後
は
厳
恵
が
鎌
倉
を
去
っ
 
。

彼
に
つ
い
て
も
樋
口
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
謀
反
計
画

の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
中
心
人
物
と
の
風
聞
を
た
て
ら
れ
て
、

幕
府
の
追
及
を
受
け
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
に
わ
か
に
遁
世
し
た
の
か
も
知
れ

な
い
」、「
ひ
そ
か
に
得
宗
呪
詛
の
祈
祷
を
行
な
っ
た
り
し
た
事
実
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
 
、
と
。

　
成
人
し
て
名
実
と
も
に
鎌
倉
殿
と
し
て
臨
も
う
と
す
る
宗
尊
親
王
と
得
宗
派
と

（
　
）
37当

（
　
）
38氏

（
　
）
39氏

（
　
）
40た

（
　
）
41」
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の
軋
轢
は
す
で
に
様
々
な
場
面
で
見
ら
れ
る
。
九
条
頼
経
が
鎌
倉
に
い
た
頃
に
明

王
院
に
「
有
験
知
法
高
僧
及
陰
陽
道
之
類
 
を
集
め
て
得
宗
調
伏
の
祈
祷
が
行

な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
宗
尊
の
安
泰
を
目
的
と
す
る
祈
祷
を
行
な
う
事
が

得
宗
権
力
の
後
退
を
意
味
す
る
の
な
ら
ば
、
良
基
と
厳
恵
が
護
持
僧
と
し
て
行

な
っ
た
祈
祷
を
も
っ
て
｢将
軍
御
謀
反
 
と
認
識
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
良
瑜
・
隆
弁
・
尊
家
が
宗
尊
更
迭
後
も
鎌
倉
で
活
動
し
た
の
に
対
し
、
良
基
と
厳

恵
の
見
せ
た
逐
電
と
い
う
行
為
は
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
前
者
は
幕
府
全
体
と
の

関
係
が
強
く
、
後
者
は
宗
尊
個
人
と
の
関
係
が
強
い
護
持
僧
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

四
、
護
持
僧
制
度
の
意
義

　
以
上
、
鎌
倉
殿
護
持
僧
の
変
遷
を
三
期
に
分
け
て
検
討
し
て
き
た
。
護
持
僧
制

度
が
な
ぜ
設
置
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
源
頼
朝
が
自
身
に
護
持
僧
を
置
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
父
義
朝
の
護

持
僧
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
義
朝
護
持
僧
の

存
在
は
『
鏡
』
養
和
二
年
（
一
一
八
二
）
四
月
二
十
日
条
か
ら
知
ら
れ
、
円
浄

房
と
い
う
名
で
あ
る
事
が
分
か
る
。

　

廿
日
庚
申
、
円
浄
房
依
召
自
武
蔵
国
参
上
、
為
抽
御
祈
丹
誠
、
此
間
候
営

中
、
是
為
左
典
厩
護
持
僧
、
武
衛
御
胎
内
之
昔
加
持
御
帯
者
也
、
而
平
治

逆
乱
以
後
、
出
洛
陽
来
武
蔵
国
、
草
創
一
寺
号
蓮
生
寺
、
為
住
所
云
云
、

仍
且
感
往
年
之
功
、
且
被
優
当
時
懇
祈
、
以
田
五
町
、
桑
田
五
丁
、
限
未

来
際
、
寄
附
彼
寺
給
、

　こ
れ
に
よ
れ
ば
、
円
浄
房
は
頼
朝
が
ま
だ
母
藤
原
季
範
女
の
胎
内
に
い
た
と
き

（
　
）
42」

（
　
）
43」

に
着
帯
の
加
持
を
行
っ
た
僧
で
あ
る
。
彼
に
つ
い
て
ほ
か
に
知
る
手
が
か
り
が

な
い
が
、
頼
朝
が
生
ま
れ
た
当
時
の
義
朝
が
ま
だ
従
五
位
下
下
野
守
任
 
の
前

だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
円
浄
房
が
護
持
僧
と
い
う
名
に
値
す
る
活
動
を
し

て
い
た
か
に
つ
い
て
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
単
に
京
都
に
あ
っ
て
義
朝

の
安
泰
の
祈
祷
を
し
て
い
た
僧
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
だ
が
、
平
治
の
乱
後

に
円
浄
房
が
京
を
出
て
居
を
構
え
た
先
が
義
朝
の
本
拠
地
だ
っ
た
東
国
で
あ
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
円
浄
房
と
義
朝
が
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。

　
鎌
倉
殿
と
の
個
人
的
関
係
に
よ
っ
て
護
持
僧
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
、
源
家

三
代
期
を
通
じ
た
特
徴
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
、
平
氏
の
護
持
僧
と
い
う
の
も

同
じ
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
平
清
盛

と
天
台
座
主
明
雲
の
関
係
も
個
人
的
な
も
の
が
大
き
い
と
考
え
る
。

　
明
雲
は
、『
愚
管
抄
』
に
「
偏
ニ
平
氏
ノ
護
持
僧
ニ
テ
」
と
あ
り
、
平
清
盛
に

よ
る
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
十
一
月
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
は
天
台
座
主
に
還

補
さ
れ
 
。
清
盛
出
家
の
戒
師
も
勤
め
て
お
り
、
源
平
の
争
乱
期
に
あ
っ
て
山

門
を
率
い
て
平
氏
方
に
つ
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
明
雲
が
平
家
と
の
関
係
の

深
い
僧
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
明
雲
が
護
持
僧
と
し
て
ど
の
よ
う
に
平
家
の
祈
祷
を
行

な
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
ほ
か
に
平
家
の

護
持
僧
が
い
た
の
か
も
含
め
て
、
そ
の
組
織
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か

に
つ
い
て
も
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
護
持
僧
に
任
命
す
る
こ
と
自
体
が
個
人

的
な
関
係
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
規
模
で
行
な
わ
れ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
頼
朝
の
護
持
僧
が
性
我
一
人
、
実
朝
の
護
持
僧
は
忠
快
の
ほ
か
、
複
数
存
在
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す
る
こ
と
は
分
か
っ
て
も
実
態
が
明
ら
か
で
な
い
。
鎌
倉
殿
と
の
個
人
的
関
係

に
依
存
し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
は
平
氏
の
そ
れ
と
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
九
条
頼
経
期
に
な
る
と
一
変
す
る
。
前
掲
史
料
の
安
貞
元
年

結
番
の
記
事
に
は
九
人
示
さ
れ
る
。
九
人
と
い
う
数
自
体
摂
関
は
じ
め
他
の

貴
 
に
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
数
は
天
皇
護
持
僧
に
匹
敵
す
る
。
順
徳
院

筆
の
『
禁
秘
抄
 
を
み
る
と
順
徳
院
の
見
解
と
と
も
に
九
人
の
意
味
が
鮮
明
に

わ
か
る
。

　
　
一
　
御
持
僧
事
、

於
僧
侶
無
双
ノ

精
撰
也
、
古
不
過
三
人
、
次
第
加
増
及
六
七
人
、
近
代
先
俗

姓
後
智
行
之
間
、
美
麗
若
僧
事
行
粧
着
美
服
済
々
タ
リ

、
尤
為
朝
家
無
由
、

只
戒
行
相
応
ノ

凡
卑
僧
為
君
第
一
歟
、
東
寺
一
長
者
多
候
夜
居
、
又
山
寺
各

一
人
必
可
候
三
壇
不
断
御
修
法
阿
闍
梨
也
、
 

其
中
験
者
必
可
加
、

旦
暮
奉
護
身
玉
躰
也
、
寛
平
遺
誡
、
忘
本
寺
有
制
歟
、
然
而
其
條
近
代
僧

雖
不
召
禁
中
、
大
略
忘
本
寺
躰
歟
、
最
勝
講
之
時
、
猶
御
持
僧
交
證
候
 誠
 

義
イ

簾
外
有
其
例
、
所
詮
不
可
過
五
人
若
六
人
也
、
及
八
九
人
尤
見
苦
、
近
来

法
親
王
多
之
間
、
親
昵
難
捨
、
又
摂
録
親
知
等
、
凡
貴
種
輩
多
、
仍
又
真

實
知
法
ノ

人
大
切
也
、
近
如
吉
水
可
然
人
也
、
長
其
道
者
尤
希
如
何
、
御
持

僧
付
テ

万
人
重
ズ
ル

事
也
。
仍
間
及
奏
事
、
但
口
入
叙
位
除
目
ニ

、
尤
不
可
然

事
歟
、
大
望
不
叶
、
定
腹
立
、
自
兒
召
仕
者
、
近
頃
多
元
服
望
蔵
人
申
官

位
、
末
代
彌
此
儀
多
カ
ラ
ン

歟
、
可
有
用
意
、
御
持
僧
ノ

人
数
及
承
元
頃
為
八

九
人
、
尤
不
可
然
、
凡
承
元
末
済
々
タ
リ

、
如
此
代
末
、
殊
可
慎
事
也
、
且

不
快
ノ

例
、
承
元
ニ
東
寺
、
 

山
 

寺
、
 

（
　
）
46族

（
　
）
47』

不
動
、

如
意
輪
、

成
寶
、

道
尊
辞
替
、

尊
快
親
王
、
真
性
、

承
圓
、
圓
基
　
　
、

道
譽
、
尊
任
、

良
尊
　
　
　
、

そ
も
そ
も
は
三
人
を
過
ぎ
ず
次
第
に
六
～
七
人
に
増
え
て
き
た
が
、
五
～
六
人

が
妥
当
な
僧
の
数
で
あ
り
、
八
～
九
人
は
「
尤
見
苦
」、
と
順
徳
院
は
述
べ
て
い

る
。
一
方
で
、
順
徳
院
自
身
の
護
持
僧
は
、
承
元
年
間
（
一
二
〇
七
～
一
二
一

〇
）
に
八
～
九
人
と
な
っ
て
お
り
、「
尤
不
可
然
」、
と
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
順
徳
院
に
と
っ
て
な
ぜ
護
持
僧
を
八
～
九
人
と
す
る
こ
と
が
「
尤
見
苦
」
な

の
か
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
八
～
九
人
護
持
僧
が
存
在
す
る
こ

と
は
そ
れ
以
前
の
歴
代
天
皇
の
中
で
も
多
い
方
で
あ
る
こ
と
は
湯
之
上
氏
の
論

文
中
に
あ
る
「
表
２
　
鎌
倉
時
代
の
護
持
僧
 
を
見
れ
ば
わ
か
る
。

　
鎌
倉
殿
に
と
っ
て
護
持
僧
が
九
人
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、
鎌
倉
殿
護
持

の
機
能
が
同
時
期
の
天
皇
と
同
等
の
規
模
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ

る
。
天
皇
護
持
僧
が
｢玉
躰
安
穏
、
宝
祚
延
長
 
を
祈
り
、
天
皇
の
身
体
を
清
浄

化
し
て
守
る
こ
と
を
職
務
と
し
た
が
、
鎌
倉
殿
護
持
僧
は
「
増
長
福
寿
、
貴
躰

安
穏
 
を
祈
り
、
鎌
倉
殿
の
身
体
を
清
浄
化
し
て
守
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
結
番
が
安
貞
元
年
に
な
ぜ
行
な
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
安
貞
元
年
の
結
番
に
触
れ
た
研
究
の
中
で
は
、
直
前
の
頼
経
の
病
を

直
接
的
な
契
機
と
す
る
見
方
と
あ
ら
か
じ
め
構
想
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
 
の

二
つ
が
あ
る
。

　
赤
澤
春
彦
 
は
、
鎌
倉
幕
府
と
陰
陽
師
の
関
係
を
見
る
中
で
こ
の
記
事
に
触

れ
て
い
る
が
、
十
一
月
以
降
の
頼
経
の
不
例
を
理
由
と
し
て
、「
直
後
に
今
回
の

結
番
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
将
軍
頼
経
の
身
体
を
よ
り
強
固
に
守
る
た
め
の
対

応
策
」
と
す
る
。
金
澤
正
大
 
も
同
様
に
頼
経
不
例
か
ら
の
危
機
感
を
強
調
す

る
。
確
か
に
、
十
一
月
十
八
日
か
ら
十
二
月
五
日
ま
で
の
間
頼
経
は
病
に
伏
せ
、

祈
祷
も
め
ま
ぐ
る
し
く
行
な
わ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
十
二
月
十
三
日
に
結
番
が
行

な
わ
れ
た
こ
と
の
理
由
の
一
端
と
し
て
は
あ
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
、
当
番
制
は
す
で
に
建
暦
年
間
か
ら
始

ま
っ
て
お
り
、
安
貞
元
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
日
常
祗
候
が
定
め
ら
れ
た
わ
け

で
は
な
い
。
な
ら
ば
、
直
前
の
頼
経
の
病
は
副
次
的
と
考
え
、
む
し
ろ
九
人
と

い
う
大
人
数
を
選
定
し
た
事
の
理
由
を
含
め
て
見
た
ほ
う
が
よ
い
。

　
そ
こ
で
、
安
貞
以
前
の
数
年
間
の
政
治
状
況
を
簡
単
な
が
ら
追
っ
て
み
た
い
。

・
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
六
月
…
…
北
条
義
時
死
去
。
北
条
泰
時
執

権
就
任
。

・
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
七
月
…
…
北
条
政
子
死
去
。
北
条
時
房
連

署
就
任
。

・
同
年
十
二
月
二
十
日
…
…
御
所
を
宇
都
宮
辻
子
に
移
徙
。

・
同
月
二
十
一
日
…
…
評
定
衆
設
置
。
鎌
倉
大
番
開
始
。

・
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
正
月
…
…
九
条
頼
経
征
夷
大
将
軍
就
任
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
元
仁
元
年
の
北
条
泰
時
の
執
権
就
任
以
来
、
急
速
に
鎌
倉
殿

の
周
辺
状
況
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
特
に
、
御
所
が
北
条
義
時
亭
南
御
所
か
ら
宇
都
宮
辻
子
に
移
転
さ
れ
た
こ
と

は
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
画
期
で
あ
り
、
軍
事
都
市
の
性
格
が
強
か
っ
た
鎌
倉
が
、

政
治
都
市
・
商
業
都
市
で
も
あ
っ
た
平
安
京
に
匹
敵
す
る
武
家
の
「
首
都
」
へ

の
変
化
し
た
、
と
評
価
さ
れ
て
い
 
。

　
都
市
の
基
軸
線
が
横
大
路
と
六
浦
道
を
結
ん
だ
横
の
線
か
ら
若
宮
大
路
を
中

心
と
し
た
縦
の
線
に
変
わ
り
、
そ
の
北
端
に
あ
る
鶴
岡
八
幡
宮
を
都
市
鎌
倉
の

精
神
的
中
心
と
し
 
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
単
に
政
治
経
済
の
み
な
ら
ず
、

宗
教
都
市
と
し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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そ
の
都
市
の
宗
教
化
が
進
む
中
で
、
首
長
た
る
鎌
倉
殿
に
征
夷
大
将
軍
と
い

う
西
国
社
会
に
お
け
る
政
治
的
権
威
の
付
与
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

安
貞
元
年
の
結
番
は
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
変
革
の
一
環
と
し
て
、
鎌
倉
殿
を

よ
り
清
浄
化
し
て
宗
教
的
権
威
を
強
化
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
だ
ろ
う
。
永
井
晋
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
｢摂
家
将
軍
九
条
頼
経
の
周
囲
は

護
持
僧
・
身
固
陰
陽
師
が
囲
繞
し
，
呪
術
に
よ
っ
て
守
護
す
る
体
制
が
整
え
ら

れ
た
 
の
で
あ
る
。

五
、
護
持
僧
制
度
と
人
事

　
た
だ
し
、
こ
の
鎌
倉
殿
の
権
威
の
向
上
が
必
ず
し
も
鎌
倉
殿
個
人
の
意
向
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
執
権
を
含
む
幕
府
全
体
の
意
図
の
中
で
行
な
わ
れ
た
こ

と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
護
持
僧
を
単
に
増
員
す
る
だ
け
な
ら
ば
頼
経

と
の
個
人
的
関
係
を
有
す
る
観
基
・
円
親
を
中
心
に
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
な

が
ら
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
定
豪
や
良
信
・
道
禅
と
い
っ
た
幕
府
機
構

全
体
と
の
関
係
を
持
っ
た
僧
が
中
心
の
人
事
で
あ
っ
た
。

　
近
藤
成
一
氏
は
嘉
禄
元
年
十
二
月
二
十
九
日
の
九
条
頼
経
元
服
に
つ
い
て
、

「
北
条
義
時
・
大
江
広
元
・
北
条
政
子
と
相
次
い
で
重
鎮
を
失
っ
た
泰
時
・
時
房

の
政
権
が
人
身
収
攬
の
鍵
を
求
め
て
政
治
的
に
演
出
し
た
」
と
述
べ
 
が
、
執

権
主
導
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
安
貞
元
年
の
結
番
に
つ
い
て
も
宗
教
的
な

「
演
出
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
か
つ
て
源
頼
家
は
小
笠
原
長
経
や
比
企
宗
員
な
ど
の
眤
懇
の
祗
候
人
を
重
用

し
て
独
裁
を
志
向
し
、
宿
老
御
家
人
の
反
感
を
買
っ
た
事
が
あ
 
。
頼
家
が
失

脚
し
て
以
来
、
実
朝
期
か
ら
は
近
習
の
当
番
制
も
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
九
条
頼
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経
の
下
向
後
は
小
侍
所
が
設
置
さ
れ
、
近
習
当
番
人
も
小
侍
所
に
よ
っ
て
管
理

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
。
幕
府
は
鎌
倉
殿
と
御
家
人
の
主
従
制
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
が
、
小
侍
所
を
管
轄
す
る
北
条
氏
は
こ
の
主
従
制
の
制
御
を
試
み

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
安
貞
元
年
に
定
め
ら
れ
た
護
持
僧
制
度
と
い
う
の
は
、
幕

府
関
係
者
、
特
に
執
権
派
の
の
ぞ
む
範
囲
で
機
能
す
る
事
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
幕
府
機
構
と
関
係
の
強
い
僧
を
護
持
僧
の
中
心
に
据
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
護
持
僧
が
鎌
倉
殿
と
の
関
係
を
強
め
る
こ
と
を
抑
制
し
、
護
持

僧
制
度
を
執
権
派
が
制
御
す
る
事
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
護
持
僧
制
度
を
制
御
す
る
た
め
に
中
心
に
据
え
ら
れ
た
護
持
僧
に
は

ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
頼
経
・
頼
嗣
期
お
よ
び
宗
尊

期
を
通
し
て
彼
ら
の
鎌
倉
に
お
け
る
存
在
基
盤
が
ひ
と
ま
ず
鎌
倉
殿
の
意
向
と

は
距
離
を
置
い
た
所
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
定
豪
は
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
に
勝
長
寿
院
別
当
に
な
っ
た

 
、
こ
れ
は
前
任
の
性
我
の
譲
り
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
い
で
承
久
二
年

（
一
二
二
〇
）
に
鶴
岡
別
当
に
な
っ
 
の
は
頼
経
が
下
向
し
た
次
の
年
で
あ
り
、

当
時
三
歳
だ
っ
た
頼
経
の
意
向
と
は
言
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。
一
方
、
隆
弁
が

鶴
岡
別
当
に
な
っ
た
の
は
宝
治
合
戦
祈
祷
の
賞
の
意
味
合
い
が
強
 
、
た
と
え

｢仰
下
 
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
時
八
歳
の
鎌
倉
殿
頼
嗣
の
意
向
に
よ
る
と
見
る

こ
と
は
難
し
い
。

　
定
豪
は
安
貞
元
年
の
結
番
で
上
旬
の
上
首
だ
っ
た
。
隆
弁
は
正
嘉
二
年
時
点

で
は
、
良
瑜
に
順
位
は
譲
る
が
良
基
・
厳
恵
よ
り
は
上
位
に
位
置
し
、
文
永
四

年
（
一
二
六
七
）
に
良
瑜
が
亡
く
な
っ
 
後
は
名
実
と
も
に
鎌
倉
仏
教
界
の
中

心
と
し
て
活
動
し
た
の
み
な
ら
ず
、
園
城
寺
長
吏
に
も
就
任
 
京
都
仏
教
界
に
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も
影
響
を
与
え
る
存
在
に
な
っ
た
。

　
護
持
僧
内
で
主
導
的
立
場
に
あ
っ
た
彼
ら
が
鶴
岡
八
幡
宮
の
別
当
で
あ
っ
た

事
実
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
鶴
岡
八
幡
宮
は
、
当
寺
と
勝
長

寿
院
と
永
福
寺
の
供
僧
の
補
任
を
め
ぐ
っ
て
二
寺
に
優
越
す
る
立
場
だ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
勝
長
寿
院
・
永
福
寺
ど
ち
ら
か
の
供
僧
を

補
任
す
る
と
き
は
鶴
岡
を
含
め
た
残
り
の
二
寺
で
仁
躰
審
査
を
行
い
、
鶴
岡
の

供
僧
を
補
任
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
一
度
永
福
寺
も
し
く
は
勝
長
寿
院
の

供
僧
に
な
っ
た
者
が
他
の
二
寺
に
移
る
に
あ
た
っ
て
再
び
審
査
を
受
け
る
の
に

対
し
、
鶴
岡
の
供
僧
に
な
っ
た
者
が
永
福
寺
・
勝
長
寿
院
に
移
る
際
は
審
査
を

受
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
 
。
実
際
に
三
カ
寺
間
で
僧
の
出
入
が
ど
の
程
度

行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
数
量
的
に
は
判
然
と
し
な
い
が
、「
是
者
若
宮
職
為
本
故

歟
 
と
あ
る
よ
う
に
鶴
岡
八
幡
宮
の
他
の
二
寺
に
対
す
る
地
位
の
高
さ
が
う
か

が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
鶴
岡
八
幡
宮
が
鎌
倉
寺
院
の
中
心
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
護
持
僧
は
鎌
倉
殿
に
近
侍
し
て
直
に
祈
祷
を
行
な
う
存
在
で
あ
る
か
ら
、
僧

侶
達
の
中
心
と
い
え
る
。
安
貞
元
年
の
結
番
で
は
、
鎌
倉
寺
院
と
鎌
倉
在
住
僧

の
序
列
の
一
致
が
図
ら
れ
、
定
豪
ら
を
中
心
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
一

端
は
成
功
し
た
。
し
か
し
、
定
豪
の
死
後
、
鎌
倉
に
は
彼
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

僧
は
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
寺
院
と
僧
の
序
列
の
一
致
に
揺
ら
ぎ
が
生
ま
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
定
豪
の
代
官
だ
っ
た
定
親
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
定
豪
と

と
も
に
承
久
の
乱
後
の
鎌
倉
仏
教
界
を
牽
引
し
て
き
た
勝
長
寿
院
別
当
の
良
信

や
宿
老
的
存
在
の
道
禅
も
法
印
で
あ
り
、
王
朝
官
職
の
中
に
お
け
る
地
位
は
低

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
暦
仁
元
年
四
月
四
日
に
頼
経
の
た
め
に
六
波
羅
亭
で
五
壇
法
が
行
な
わ
れ
 

が
、
そ
の
中
壇
を
勤
め
た
の
は
道
慶
だ
っ
た
。
道
慶
は
京
都
に
お
い
て
も
高
僧
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と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
定
豪
の
後
釜
と
し
て
は
う
っ
て
つ
け
の
存
在

だ
っ
た
。
道
慶
下
向
の
背
景
に
は
、
血
縁
者
で
あ
り
な
お
か
つ
僧
と
し
て
の
地

位
も
実
績
も
あ
る
道
慶
を
鎌
倉
宗
教
界
の
中
心
に
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

身
の
権
力
を
宗
教
面
か
ら
補
強
し
よ
う
と
す
る
頼
経
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
陰
陽
師
の
序
列
の
特
長
に
つ
い
て
陰
陽
師
集
団
の
自
律
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

 
が
、
僧
の
序
列
に
も
自
律
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
陰
陽
師
の

場
合
と
同
様
に
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
僧
侶
集
団
内
の
序
列
へ
関
与
は
鎌
倉
殿

の
権
限
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
頼
経
は
京
都
か
ら
次
々
と
高
僧
を
下
向
さ
せ
た
が
、

そ
の
結
果
、
僧
集
団
の
序
列
に
お
い
て
、
鎌
倉
寺
院
の
序
列
に
由
来
し
な
い
僧

に
よ
っ
て
上
位
が
独
占
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
寺
院
の
序
列
と
僧
侶
の
序
列
が
一
致
し
な
い
事
態
は
鎌
倉
宗
教
界
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
定
豪
が
亡
く
な
っ
て
以
後
の
、
道

慶
・
成
源
を
中
心
と
し
た
頼
経
護
持
僧
は
幕
府
政
治
を
主
導
す
る
執
権
派
と
激

し
く
対
立
し
た
。
彼
ら
が
頼
経
と
と
も
に
鎌
倉
か
ら
去
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、
鎌
倉
寺
院
の
序
列
と
一
致
し
な
い
僧
を
最
終
的
に
執
権
派
は
認
め

な
か
っ
た
。
執
権
派
は
あ
く
ま
で
鶴
岡
八
幡
宮
を
中
心
と
し
た
宗
教
体
制
を
目

指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ゆ
え
に
、
宗
尊
親
王
が
京
都
よ
り
下
向
す
る
時
は
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
た
。

頼
経
時
代
の
道
慶
・
成
源
の
よ
う
な
僧
を
宗
尊
が
同
行
さ
せ
る
こ
と
を
幕
府
執

行
部
は
防
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
頼
経
の
下
向
に
は
護
持
僧
も

陰
陽
師
も
同
行
し
た
が
、
宗
尊
の
下
向
に
陰
陽
師
は
同
行
し
た
が
護
持
僧
は
同

行
し
な
か
っ
 
。

　
『
鏡
』
建
長
四
年
三
月
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
に
在
住
す
る
僧
を
護
持
僧
に

（
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し
て
下
向
の
無
事
を
祈
る
祈
祷
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

十
六
日
庚
子
、
天
晴
、
彼
御
下
向
御
祈
事
、
今
日
、
奥
州
、
相
州
注
連
署

御
書
、
被
仰
護
持
僧
等
云
云
、
即
各
進
請
文
云
云
、

厳
密
に
言
え
ば
こ
の
時
の
将
軍
は
ま
だ
九
条
頼
嗣
で
あ
り
、
鎌
倉
に
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
宗
尊
親
王
の
下
向
の
準
備
が
鎌
倉
で
行
わ
れ
て
お
り
、

祈
祷
の
対
象
も
ま
た
頼
嗣
で
は
な
く
宗
尊
親
王
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に

お
け
る
奥
州
と
相
州
は
そ
れ
ぞ
れ
北
条
重
時
と
北
条
時
頼
で
あ
る
か
ら
、重
時
・

時
頼
の
両
名
が
護
持
僧
制
度
を
幕
府
の
公
的
な
制
度
と
見
な
し
、
宗
尊
の
意
思

に
関
係
な
く
宗
尊
護
持
僧
を
選
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
護
持
僧
が
鎌
倉
殿
に
直
接
関
わ
る
役
職
で
あ
る
以
上
、
鎌
倉
殿
の

意
向
が
大
い
に
反
映
さ
れ
る
。
川
添
昭
二
氏
は
「
宗
尊
親
王
は
自
身
出
行
の
際

の
御
家
人
供
奉
の
事
務
を
直
接
か
つ
積
極
的
に
管
掌
し
た
 
と
述
べ
る
が
、
護

持
僧
に
つ
い
て
も
当
然
関
与
し
、良
基
・
厳
恵
が
宗
尊
と
の
個
人
的
関
係
に
よ
っ

て
台
頭
し
た
。

　
こ
の
二
者
と
宗
尊
の
関
係
形
成
は
頼
経
期
と
様
相
が
違
う
。
良
基
も
厳
恵
も

宗
尊
と
の
血
縁
は
な
い
の
で
あ
る
。
宗
尊
の
父
が
後
嵯
峨
天
皇
で
母
は
平
棟
基

女
棟
子
 
あ
り
、
棟
子
の
父
平
棟
基
は
正
五
位
下
蔵
人
木
工
頭
が
最
高
の
官
位

官
職
で
あ
 
。ま
た
藤
原
家
か
ら
養
子
と
し
て
入
っ
た
兄
成
俊
は
弘
長
二
年（
一

二
六
二
）
に
な
っ
て
は
じ
め
て
正
四
位
下
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
 
。
母
が
高

い
身
分
の
出
身
で
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
西
園
寺
家
の
後
援
を
受
け
る
恒
仁
親

王
（
後
の
亀
山
天
皇
）
に
半
ば
敗
れ
る
形
で
鎌
倉
に
下
向
し
た
の
が
宗
尊
で
あ

る
か
 
、
九
条
家
の
人
脈
を
駆
使
し
た
頼
経
の
よ
う
に
、
京
都
か
ら
自
身
と
関
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係
の
深
い
僧
を
下
向
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と

す
る
と
、
宗
尊
が
個
人
的
関
係
を
僧
に
求
め
る
な
ら
ば
鎌
倉
の
中
に
そ
の
候
補

を
探
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
良
基
は
定
豪
の
弟
子
で
あ
り
、
定
豪
が
健
在
な
時
期
に
何
回
か
の
活
動
が

『
鏡
』
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
定
豪
が
亡
く
な
っ
て
以
後
宗
尊
の
下
向
ま
で
に

見
ら
れ
る
活
動
は
宝
治
元
年
に
一
回
の
み
で
、
頼
経
・
頼
嗣
期
を
通
し
て
優
遇

さ
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
の
厳
恵
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
述
べ
た
通

り
で
あ
る
が
、
そ
の
下
向
が
宗
尊
と
関
係
す
る
か
は
別
と
し
て
、
鎌
倉
に
お
け

る
基
盤
は
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
私
見
で
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
永
福
寺
と
明
王
院
の
別
当
に
な
り
え
た
の
は

宗
尊
の
意
向
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
別
当
や
護
持
僧

へ
の
補
任
を
行
い
、
二
人
の
僧
の
鎌
倉
に
お
け
る
基
盤
の
確
立
を
支
援
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
宗
尊
と
の
個
人
的
関
係
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
宗
尊
が
護
持
僧
の
人
事
を
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ

た
。
執
権
側
の
抵
抗
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
宗
尊
と
は
直
接
の
関
係
性
を
持
た

な
い
鶴
岡
別
当
の
隆
弁
を
中
心
に
鎌
倉
に
お
け
る
僧
の
自
律
性
と
宗
教
秩
序
が

一
つ
の
完
成
を
み
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
宗
尊
の
行
動
は
主
従
制
の
再
編
に
つ

な
が
る
方
向
性
を
も
っ
て
い
 
が
、
宗
尊
自
身
の
追
放
に
よ
っ
て
頓
挫
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
宗
尊
更
迭
以
後
は
、
史
料
の
制
約
の
た
め
明
ら
か
に
し
え
な
い
部
分
が
多
い
。

鎌
倉
殿
と
個
人
的
関
係
を
持
っ
た
護
持
僧
は
表
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
鎌
倉
の
僧
全
体
が
得
宗
の
統
制
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
四
月
八
日
の
追
加
法
に
よ
っ

（
　
）
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て
、
鶴
岡
お
よ
び
鎌
倉
中
諸
堂
供
僧
は
、
引
付
・
評
定
を
経
た
後
、
得
宗
の
私

的
諮
問
機
関
で
あ
る
寄
合
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
く
事
が
決

ま
っ
 
。
こ
の
結
果
、
供
僧
の
任
命
が
必
ず
得
宗
を
経
由
す
る
た
め
、
鎌
倉
殿

個
人
と
の
関
係
の
み
に
依
拠
し
た
僧
の
流
入
は
防
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一

方
、
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
に
つ
い
て
は
、
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
に
北
条
氏
出

身
僧
で
あ
る
頼
助
が
就
任
 
、
鎌
倉
寺
院
の
頂
点
も
護
持
僧
の
頂
点
も
得
宗
の

影
響
下
に
入
る
こ
と
に
な
り
、「
こ
こ
に
聖
俗
両
界
を
実
質
的
に
支
配
す
る
得
宗

専
制
政
治
が
成
立
し
 
、
護
持
僧
制
度
は
、
鎌
倉
殿
個
人
を
祈
祷
す
る
こ
と
を

役
割
と
し
な
が
ら
、
鎌
倉
殿
の
意
向
を
完
全
に
離
れ
、
得
宗
に
よ
っ
て
管
理
さ

れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
鎌
倉
殿
護
持
僧
の
変
遷
を
そ
の
出
発
か
ら
宗
尊
親
王
京
都
送
還
ま
で

を
主
と
し
て
見
、
制
度
に
つ
い
て
は
特
に
安
貞
元
年
の
護
持
僧
結
番
を
中
心
に
、

そ
の
意
義
と
人
事
か
ら
見
ら
れ
る
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
、
同
時
期
の
政
治
動

向
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
き
た
い

と
思
う
。

　
ま
ず
、
源
頼
朝
護
持
僧
性
我
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
源
家
三
代
期
は
鎌
倉
殿

個
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
護
持
僧
が
中
心
だ
っ
た
。
実
朝
期
に
当

番
が
始
ま
り
安
貞
元
年
に
至
っ
て
十
日
交
代
の
当
番
制
が
確
立
す
る
。
安
貞
元

年
の
結
番
は
九
条
頼
経
を
よ
り
清
浄
化
し
宗
教
的
権
威
を
高
め
る
も
の
だ
っ
た

が
、
執
権
を
中
心
と
し
た
幕
府
機
構
全
体
と
の
関
係
が
強
い
僧
、
特
に
鎌
倉
寺

院
の
中
心
で
あ
る
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
の
定
豪
を
中
心
に
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
　
）
77た

（
　
）
78し

（
　
）
79」
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鎌
倉
殿
個
人
と
の
関
係
の
強
い
護
持
僧
を
牽
制
し
、
護
持
僧
を
制
御
す
る
事
を

目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　
定
豪
の
死
後
、
成
源
・
道
慶
と
い
っ
た
頼
経
と
の
関
係
の
強
い
僧
が
護
持
僧

の
中
心
と
な
り
頼
経
の
た
め
の
祈
祷
が
行
な
わ
れ
た
。
国
家
的
な
修
法
と
さ
れ

る
五
壇
法
の
中
壇
が
道
慶
に
よ
っ
て
修
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
頼
経
の
権
力
強
化

の
側
面
を
持
っ
て
お
り
、
護
持
僧
に
対
す
る
人
事
権
が
頼
経
に
握
ら
れ
た
。
し

か
し
、
頼
経
の
京
都
送
還
お
よ
び
宗
尊
の
下
向
に
お
い
て
は
護
持
僧
を
公
的
制

度
と
見
な
す
執
権
側
に
人
事
権
が
掌
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
宗
尊
下
向
後
、
良
瑜
・
隆
弁
・
尊
家
・
良
基
・
厳
恵
の
五
人
が
鎌
倉
仏
教
界

の
重
鎮
と
し
て
機
能
す
る
が
、
宗
尊
は
良
基
・
厳
恵
を
鎌
倉
寺
院
の
別
当
に
就

任
さ
せ
る
こ
と
で
個
人
的
関
係
の
形
成
を
図
っ
た
。
頼
経
と
違
っ
て
実
家
に
人

脈
を
求
め
る
事
が
厳
し
い
宗
尊
は
鎌
倉
に
お
け
る
存
在
基
盤
の
脆
弱
な
二
者
の

基
盤
を
補
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
側
近
に
し
つ
つ
、
鎌
倉
宗
教
界
へ

の
影
響
力
を
強
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
幕
府
機
構
全
体
と
し
て
は
鶴
岡
別

当
の
隆
弁
を
中
心
と
し
て
強
固
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
宗
尊
自
身
が
執
権
派
と

の
対
立
に
よ
っ
て
京
都
に
送
還
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
得
宗
専
制
期
に
い
た
っ
て
は
、
鎌
倉
寺
院
の
供
僧
は
得
宗
の
管
理
下
に
入
り
、

ま
た
鶴
岡
別
当
に
頼
助
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
護
持
僧
も
ま
た
得
宗
に

管
理
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
鎌
倉
仏
教
界
に
お
け
る
得
宗
専
制
が

成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
殿
周
辺
に
お
い
て
祈
祷
を
行
な
っ
て
い
た
の
は
何
も
護
持

僧
だ
け
で
は
な
い
。
本
論
中
に
挙
げ
た
建
暦
三
年
の
記
事
や
安
貞
元
年
の
結
番

記
事
に
お
い
て
、
護
持
僧
と
と
も
に
登
場
す
る
護
持
陰
陽
師
と
い
う
存
在
が
い

る
。
鎌
倉
政
権
と
陰
陽
師
の
関
係
を
論
じ
た
先
論
は
多
 
が
、
幕
府
に
関
わ
る

（
　
）
80い

祈
祷
で
中
核
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
護
持
陰
陽
師
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
明
ら

か
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
 
。
漠
然
と
し

た
も
の
で
は
あ
る
が
、
護
持
陰
陽
師
と
護
持
僧
は
、
俗
人
と
出
家
者
と
い
う
違

い
は
あ
る
が
、
極
め
て
似
た
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て

お
り
、
比
較
を
通
し
て
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
僧
や
陰
陽
師
が
同
目
的
の
た
め
に
、
た
と
え
ば
天
変
地

異
や
鎌
倉
殿
の
不
例
に
際
し
て
修
法
や
陰
陽
道
祭
を
行
な
っ
て
い
る
記
事
が

『
鏡
』
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
僧
と
陰
陽
師
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を

持
っ
て
い
た
の
か
よ
り
精
緻
に
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼

ら
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
鎌
倉
殿
祈
祷
体
制
が
都
市
鎌
倉
を
中
心
と
し
た
東
国
社

会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
、
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
体
制
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
上
で
極
め
て
重
要
な
課
題
に
な
る
と
考
え
る
。

（
１
）
湯
之
上
隆
「
護
持
僧
成
立
考
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
六
七
　
一
九
八
一
　
同

氏
『
日
本
中
世
の
政
治
権
力
と
仏
教
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
、
所
収
）、
堀
裕

「
護
持
僧
と
天
皇
」（『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
　
古
代
・
中
世
』）
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
七
）。
 

（
２
）
森
茂
暁
「
室
町
時
代
の
五
壇
法
と
護
持
僧
　
―
足
利
義
持
・
同
義
教
期
を
中
心

に
―
」（『
叢
林
』
五
十
二
巻
一
号
、
二
〇
〇
三
）、
細
川
武
稔
「
足
利
将
軍
家
護
持

僧
と
祈
祷
」（『
日
本
歴
史
』
六
六
四
、
二
〇
〇
三
）。

（
３
）
速
水
侑
「
鎌
倉
政
権
と
台
密
修
法
」（『
中
世
日
本
の
諸
相
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
九
）、
海
老
名
尚
「
鎌
倉
寺
院
社
会
に
お
け
る
僧
位
僧
官
」（
福
田
豊
彦
編

『
中
世
の
社
会
と
武
力
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
）、
平
雅
行
「
定
豪
と
鎌
倉
幕

府
」（
大
阪
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
編
『
古
代
中
世
の
社
会
と
国
家
』
清
文
堂
、

一
九
九
八
）、
横
山
和
弘
「
鎌
倉
幕
府
成
立
期
の
頼
朝
と
護
持
僧
性
我
」（『
鎌
倉
遺

文
研
究
』
十
三
号
、
二
〇
〇
四
）

（
４
）
平
雅
行
「
鎌
倉
仏
教
論
」（『
岩
波
講
座
　
日
本
通
史
』
八
、
岩
波
書
店
、
一
九

（
　
）
81る
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九
四
）

（
５
）
近
藤
成
一
｢
鎌
倉
時
代
の
社
会
と
領
主
制
｣
（
同
氏
編
『
日
本
の
時
代
史
９
　
モ

ン
ゴ
ル
の
襲
来
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）

（
６
）
前
掲
註
（
３
）
横
山
氏
論
文

（
７
）
仁
和
寺
蔵
『
真
言
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』（
鎌
倉
前
期
写
本
）。
ま
た
、
こ

の
謄
写
本
が
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
『
大
日
本
史
料
』

四
編
七
冊
、
五
三
二
～
五
三
三
頁
。
を
参
照
し
た
。

（
８
）『
東
宝
記
』（『
続
々
群
書
類
従
』
十
二
輯
所
収
）
第
一
佛
法
上
　
講
堂
　
当
時

見
在
様

（
９
）
前
掲
註
（
３
）
速
水
氏
論
文

（
　
）
松
尾
剛
次
『
鎌
倉
　
古
都
を
歩
く
　
宗
教
都
市
の
風
景
』（
吉
川
弘
文
館
、
二

１０〇
〇
五
）

（
　
）『
鏡
』
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
十
二
月
十
三
日
条

１１
（
　
）
平
氏
「
将
軍
九
条
頼
経
時
代
の
鎌
倉
の
山
門
僧
」（
薗
田
香
融
編
『
日
本
仏
教

１２の
史
的
展
開
』
塙
書
房
、
一
九
九
九
）

（
　
）『
鏡
』
同
日
条

１３
（
　
）『
鏡
』
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
八
月
八
日
条

１４
（
　
）
道
禅
に
つ
い
て
は
、
永
塚
昌
仁
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
護
持
僧
に
つ
い
て
　
～

１５将
軍
家
護
持
僧
を
中
心
に
し
て
～
」（『
山
形
大
学
大
学
院
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
研
究

科
研
究
論
文
集
』
七
、
二
〇
〇
　
五
）
に
お
い
て
、
安
貞
元
年
当
時
永
福
寺
別
当

と
推
測
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
「
永
福
寺
別
当
次
第
」（
実
相
院
文
書
、
京
都
大
学

国
史
古
文
書
室
所
蔵
、
請
求
番
号
か
・
２
・
写
・
６
０
）
に
触
れ
、
道
禅
が
永
福

寺
別
当
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
道
禅
が
安
貞
元
年
時
点
で
鎌
倉
に

重
き
を
な
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
、宿
老
僧
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
下
旬
の

上
首
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

（
　
）
園
城
寺
蔵
『
園
城
寺
伝
法
血
脈
』。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
謄
写
本
が
あ
る
。

１６な
お
、
本
稿
で
は
『
大
日
本
史
料
』
五
編
二
〇
冊
、
二
八
三
～
二
八
四
頁
を
参
照

し
た
。

（
　
）『
鏡
』
暦
仁
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条
に
は
頼
経
が
名
越
朝
時
亭
に
入
御
し
て

１７お
り
、「
是
日
来
御
本
所
也
」
と
表
現
さ
れ
る
。
頼
経
と
名
越
氏
と
の
接
近
に
つ
い

て
は
、
川
添
昭
二
「
北
条
氏
一
門
名
越
（
江
馬
）
氏
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』

四
六
四
、
一
九
八
七
）、
磯
山
い
づ
み
「
北
条
庶
家
名
越
氏
と
宮
騒
動
」（『
鎌
倉
』

八
六
、
一
九
九
八
）
参
照
。

（
　
）
｢
将
軍
家
政
所
下
文
｣
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
、
五
八
二
七
号
文
書
）

１８
（
　
）『
鏡
』
同
日
条

１９
（
　
）
 
前
掲
（
　
）
平
氏
論
文

２０

１２

（
　
）『
華
頂
要
略
』（『
天
台
宗
全
書
』
一
所
収
）

２１
（
　
）『
宝
菩
提
院
文
書
』
一
七
九
函
三
一
号
、
久
遠
寿
量
院
別
当
次
第
并
遺
跡
得
親
事
。

２２な
お
本
稿
で
は
、
櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
六
四
）
六
六
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
　
）『
鏡
』
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
正
月
二
十
八
日
条

２３
（
　
）『
鏡
』
暦
仁
元
年
九
月
二
十
四
日
条

２４
（
　
）
定
豪
に
つ
い
て
は
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
に
は
別
当
職
を
定
雅
に
譲
っ
て
お

２５り
、
本
来
で
あ
れ
ば
元
鶴
岡
別
当
で
あ
る
べ
き
だ
が
、『
鎌
倉
市
史
　
社
寺
編
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
五
九
）、
貫
達
人
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
』（
有
隣
堂
、
一
九
九
六
）

に
よ
れ
ば
、八
幡
宮
領
で
あ
る
武
蔵
国
熊
谷
郷
の
管
理
が
別
当
を
譲
っ
た
後
も
定
豪

が
管
理
し
て
い
る
事
や
『
鏡
』
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
六
月
二
十
九
日
条
で
は

す
で
に
鶴
岡
別
当
で
あ
る
定
親
や
鶴
岡
別
当
を
や
め
た
定
雅
に
「
鶴
岡
供
僧
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
　
こ
と
か
ら
、
定
雅
や
定
親
ら
は
定
豪
の
代
官
で
あ
っ
て
、
鶴

岡
八
幡
宮
の
実
質
的
な
代
表
は
定
豪
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。前
掲
註（
３
）

平
氏
論
文
も
同
じ
理
解
を
し
て
い
る
。

（
　
）『
寺
門
伝
記
補
録
』
第
十
四
。
道
慶
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
３
）
海
老
名
氏

２６論
文
一
九
九
四
参
照
。

（
　
）『
鏡
』
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
正
月
八
日
条

２７
（
　
）『
鏡
』
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
十
二
月
十
日
条

２８
（
　
）
森
茂
暁
「
五
壇
法
の
史
的
研
究
」（『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
三
十
九
号
、

２９一
九
九
四
）

（
　
）
工
藤
勝
彦
｢
九
条
頼
経
・
頼
嗣
将
軍
期
に
お
け
る
将
軍
権
力
と
執
権
権
力
｣（『
日

３０本
歴
史
』
五
一
三
、
一
九
九
一
）

（
　
）『
鏡
』
寛
元
四
年
五
月
二
十
五
日
条
、
同
年
六
月
七
日
条
、
同
年
同
月
十
三
日
条
、

３１
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同
年
七
月
十
一
日
条
。

（
　
）
正
確
に
言
え
ば
、
大
弐
法
印
は
『
鏡
』
に
お
い
て
四
度
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち

３２寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
正
月
八
日
条
の
天
変
の
祈
祷
、
同
年
五
月
二
十
九
日
条

の
頼
嗣
の
祈
祷
お
よ
び
弘
長
三
年
三
月
十
八
日
条
の
長
野
善
光
寺
不
断
経
衆
結
番

と
護
持
僧
と
し
て
登
場
す
る
同
年
十
一
月
二
十
三
日
条
で
あ
る
。
し
か
し
、
寛
元

二
年
の
二
記
事
の
大
弐
法
印
は
同
一
物
と
し
て
も
、弘
長
三
年
三
月
条
と
十
一
月
条

ま
で
同
一
人
物
と
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
た
め
、十
一
月
条
の
大
弐
法
印
と
し

て
は
一
回
の
登
場
と
し
た
。

（
　
）『
真
言
宗
全
書
』
三
九
所
収

３３
（
　
）
｢
東
寺
長
者
續
紙
｣
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
御
七
日
御
修
法
僧
等
交
名
事
。『
大

３４日
本
史
料
』
第
五
編
三
十
二
冊
二
百
三
十
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
　
）『
鏡
』
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
五
月
二
十
三
日
条
、
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

３５八
月
八
日
条

（
　
）『
鏡
』
同
日
条

３６
（
　
）
前
掲
註
（
１
５
）「
永
福
寺
別
当
次
第
」

３７
（
　
）
樋
口
芳
麻
呂
「
宗
尊
親
王
の
和
歌
―
文
永
三
年
後
期
の
和
歌
を
中
心
に
ー
」（『
文

３８学
』
三
六
―
六
、
一
九
六
八
）

（
　
）
川
添
昭
二
 
「
北
条
時
宗
の
連
署
時
代
」
 
（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
六
三
、
 一
九
八
〇
）

３９
（
　
）『
鏡
』
同
日
条

４０
（
　
）
前
掲
註
（
３
８
）
樋
口
氏
論
文

４１
（
　
）『
鏡
』
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
五
月
二
十
八
日
条

４２
（
　
）『
外
記
日
記
』（『
続
史
籍
集
覧
』
一
所
収
）
文
永
三
年
七
月
四
日
条

４３
（
　
）『
兵
範
記
』（『
増
補
史
料
大
成
』
所
収
）
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
三
月
二
十

４４八
日
条

（
　
）『
天
台
座
主
記
』。
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
ク
ー
デ
タ
に
つ
い
て
は
五
味
文

４５彦
『
平
清
盛
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
）
参
照
。

（
　
）
貴
族
と
し
て
は
、
平
家
の
ほ
か
に
九
条
家
の
護
持
僧
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（『
玉

４６葉
』
元
暦
元
年
九
月
二
十
三
日
条
）。
九
条
家
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
研
究
と
し
て
、

吉
井
克
信
「
九
条
家
の
仏
教
信
仰
―
護
持
僧
実
厳
と
尊
勝
念
誦
・
愛
染
王
供
養
―
」

（『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
八
、
一
九
九
一
）
や
小
原
仁
「
九
条
家
の
祈
祷

僧
―
智
詮
を
中
心
に
―
」（
大
隈
和
雄
編
『
中
世
の
仏
教
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
）
が
あ
る
が
、
個
別
の
僧
が
研
究
の
中
心
で
あ
る
の
で
、
組
織
の
全
容

な
ど
ま
だ
ま
だ
明
ら
か
に
あ
っ
て
い
な
い
部
分
は
多
い
。研
究
の
深
化
が
望
ま
れ
る
。

（
　
）『
群
書
類
従
』
二
十
六
所
収

４７
（
　
）
前
掲
註
（
１
）
湯
之
上
論
文

４８
（
　
）「
護
持
僧
作
法
」（
随
身
院
聖
教
　
第
一
七
箱
二
号
）。
本
稿
は
、
上
島
享
「
日

４９本
中
世
の
神
観
念
と
国
土
観
」（
一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
：

下
：
総
合
研
究
編
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
）
の
翻
刻
文
を
参
照
し
た
。

（
　
）「
異
国
降
伏
祈
祷
記
」（『
鎌
倉
遺
文
』
十
九
、
一
四
三
一
四
号
文
書
）。
永
井
晋

５０氏
は
永
井
晋
「
鎌
倉
幕
府
将
軍
家
試
論
―
源
家
将
軍
と
摂
家
将
軍
の
関
係
を
中
心

に
―
」（『
国
史
学
』
一
七
六
、
二
〇
〇
二
）
に
お
い
て
、「
貴
躰
安
穏
」
と
い
う
表

記
が
「
摂
家
将
軍
期
ま
で
遡
及
し
う
る
か
否
か
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
将
軍

家
を
神
聖
な
存
在
と
し
て
守
護
す
る
体
制
は
摂
家
将
軍
の
時
代
に
既
に
調
え
ら

れ
て
い
た
」
と
述
べ
る
。

（
　
）
永
井
氏
前
掲
論
文
（
　
）
は
、
安
貞
元
年
に
お
け
る
頼
経
の
病
に
契
機
が
あ
る

５１

５０

と
は
見
ず
、
頼
経
下
向
時
か
ら
随
っ
た
観
基
・
安
倍
晴
吉
・
医
師
丹
波
頼
経
の
存

在
か
ら
、
九
条
道
家
が
「
鎌
倉
の
首
長
と
な
る
息
子
の
最
大
の
職
務
が
健
全
で
清

浄
な
状
態
を
保
ち
、儀
礼
や
祭
祀
を
主
催
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
よ
く
承
知

し
て
い
た
」
と
述
べ
、
頼
経
下
向
当
初
か
ら
「
神
聖
な
存
在
」
に
な
る
こ
と
が
志

向
さ
れ
て
い
た
と
見
る
。

（
　
）
赤
澤
春
彦
「
陰
陽
師
と
鎌
倉
幕
府
」（『
日
本
史
研
究
』
四
百
九
十
六
、
二
〇
〇

５２三
）

（
　
）
金
澤
正
大
氏
「
北
条
氏
執
権
体
制
下
に
於
け
る
関
東
天
文
・
陰
陽
道
」（
Ⅰ
～

５３Ⅲ
）（『
政
治
経
済
史
学
』
百
一
～
百
十
三
、
一
九
七
五
）

（
　
）
松
尾
剛
次
『
中
世
の
都
市
と
非
人
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
八
）

５４
（
　
）
秋
山
哲
雄
｢
鎌
倉
中
心
部
の
形
成
と
そ
の
構
造
　
―
年
鎌
倉
に
お
け
る
若
宮
大

５５路
の
意
味
―
｣
（『
都
市
研
究
の
方
法
　
―
中
世
都
市
研
究
六
』
新
人
物
往
来
社
、

一
九
九
九
）

（
　
）
前
掲
註
（
　
）
永
井
氏
論
文

５６

５０

（
　
）
近
藤
成
一
「
文
書
様
式
に
み
る
鎌
倉
幕
府
権
力
の
転
回
」（『
古
文
書
研
究
』
一

５７
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七
・
十
八
、
一
九
八
一
）

（
　
）
五
味
克
夫
「
鎌
倉
幕
府
の
番
衆
と
供
奉
人
に
つ
い
て
」（『
鹿
児
島
大
学
文
科
報

５８告
』
七
、
史
学
篇
第
四
集
、
一
九
五
八
）

（
　
）
前
掲
註
（
　
）
五
味
氏
論
文

５９

５８

（
　
）『
鏡
』
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
六
月
二
日
条

６０
（
　
）『
鏡
』
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
九
月
二
十
九
日
条

６１
（
　
）
前
掲
註
（
３
）
速
水
氏
論
文

６２
（
　
）『
鏡
』
宝
治
元
年
七
月
四
日
条

６３
（
　
）「
血
脈
類
従
記
」（『
真
言
宗
全
書
』
三
九
所
収
）

６４
（
　
）
｢
鶴
岡
八
幡
宮
社
務
職
次
第
｣
（『
群
書
類
従
』
四
所
収
）

６５
（
　
）
｢
鶴
岡
八
幡
宮
社
務
職
次
第
｣
（『
群
書
類
従
』
四
所
収
）

６６
（
　
）
｢
鶴
岡
八
幡
宮
社
務
職
次
第
｣
（『
群
書
類
従
』
四
所
収
）

６７
（
　
）『
五
壇
法
日
記
』
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
四
月
四
日
条

６８
（
　
）
上
杉
和
彦
｢
鎌
倉
幕
府
の
身
分
秩
序
の
一
断
面
―
鎌
倉
陰
陽
師
の
座
次
相
論
を

６９め
ぐ
っ
て
｣
 
（『
環
境
と
心
性
の
文
化
史
　
上
　
環
境
認
識
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
）

（
　
）『
鏡
』
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
四
月
一
日
条

７０
（
　
）
前
掲
註
（
　
）
川
添
氏
論
文

７１

３９

（
　
）
｢
本
朝
皇
胤
招
運
録
｣
（『
群
書
類
従
』
五
所
収
）

７２
（
　
）『
尊
卑
分
脉
』
四

７３
（
　
）『
公
卿
補
任
』
二
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
条

７４
（
　
）
佐
久
間
広
子
「
宗
尊
親
王
鎌
倉
将
軍
家
就
任
の
歴
史
的
背
景
」（『
政
治
経
済
史

７５学
』
三
七
〇
、
一
九
九
七
）

（
　
）
前
掲
註
（
　
）
川
添
氏
論
文

７６

３９

（
　
）「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
五
七
八
（
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料

７７集
』
一
、
鎌
倉
幕
府
法
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
）

（
　
）
｢
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
｣
（『
群
書
類
従
』
四
所
収
）

７８
（
　
）
松
尾
剛
次
『
中
世
都
市
鎌
倉
の
風
景
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
）

７９
（
　
）
鎌
倉
幕
府
と
陰
陽
師
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
木
村
進

８０「
鎌
倉
時
代
の
陰
陽
道
の
一
考
察
」（『
立
正
史
学
』
二
十
九
、
一
九
六
五
）、「
鎌
倉

時
代
の
陰
陽
道
祭
」（『
立
正
史
学
』
三
十
八
、
一
九
七
四
）、
村
山
修
一
「
関
東
陰

陽
道
の
成
立
」（『
論
集
日
本
歴
史
四
　
鎌
倉
政
権
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
六
。

『
史
林
』
四
十
九－

四
、
一
九
六
六
初
出
）、
金
澤
正
大
「
関
東
天
文
・
陰
陽
道
成

立
に
関
す
る
一
考
察
　
―
特
に
「
和
田
合
戦
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
」（『
政
治
経

済
史
学
』
九
十
六
、
一
九
七
四
）。
同
氏
「
関
東
に
お
け
る
天
文
・
陰
陽
道
の
確
立

に
つ
い
て
　
―
「
承
久
の
乱
」
前
後
―
」（『
政
治
経
済
史
学
』
九
十
七
、
一
九
七

四
）。
前
掲
註
（
　
）
同
氏
論
文
、
新
川
哲
雄
「
鎌
倉
と
京
の
陰
陽
道
　
―
『
吾
妻

５３

鏡
』
と
公
家
日
記
か
ら
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
五
十
八
、
二
〇
〇
一
）、
佐
々
木

馨
「
鎌
倉
幕
府
と
陰
陽
道
」（
同
氏
『
日
本
中
世
思
想
の
基
調
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
六
。
佐
伯
有
清
編
『
日
本
古
代
中
世
の
政
治
と
宗
教
 』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
二
初
出
）、
前
掲
註
（
　
）
赤
澤
氏
論
文
が
あ
る
。

５２

（
　
）
た
と
え
ば
、
前
掲
註
（
　
）
赤
澤
氏
論
文
に
よ
れ
ば
、
幕
府
と
の
関
係
の
度
合

８１

５２

い
に
よ
っ
て
、
Ａ
子
孫
に
わ
た
り
定
住
し
た
陰
陽
師
、
Ｂ
一
時
的
に
下
向
し
た
上

首
陰
陽
師
、
Ｃ
大
規
模
陰
陽
道
祭
に
動
員
さ
れ
た
陰
陽
道
知
識
保
有
者
、
と
い
う

三
種
類
の
陰
陽
師
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
り
、Ａ
か
ら
護
持
陰
陽
師
が
選
定
さ
れ
る
、

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
か
り
に
護
持
僧
を
そ
の
分
類
に
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、

Ｂ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
成
源
や
道
慶
は
護
持
僧
に
な
り
え
ず
矛
盾
が
生
じ
る
。安

貞
元
年
に
護
持
僧
と
護
持
陰
陽
師
は
同
時
に
結
番
さ
れ
た
か
ら
、
た
と
え
、
陰
陽

師
と
僧
の
違
い
は
あ
る
が
、「
護
持
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
同
じ
意
味
合
い
を
持
っ

た
役
職
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
な
ぜ
護
持
僧
と
護
持
陰
陽
師

で
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
ま
れ
る
か
、
鎌
倉
殿
「
護
持
」
の
役
割
を
持
っ
た
両
者

の
細
部
に
お
け
る
共
通
と
差
異
を
見
出
す
作
業
を
通
じ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
、
と
考
え
る
。

　
本
稿
は
、
永
塚
昌
仁
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
護
持
僧
に
つ
い
て
～
将
軍
家
護

持
僧
を
中
心
に
し
て
～
」（『
山
形
大
学
大
学
院
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
研
究
科
研

究
論
文
集
』
七
、
二
〇
〇
五
）
を
大
幅
に
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本

稿
作
成
に
当
た
り
、
松
尾
剛
次
氏
に
は
多
大
な
ご
教
示
を
得
、
ま
た
、
本
稿
で

用
い
た
史
料
で
あ
る
「
永
福
寺
別
当
次
第
」
は
、
松
尾
氏
が
京
都
大
学
に
お
い

て
筆
写
し
た
も
の
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
す
こ

と
に
よ
っ
て
氏
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
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表
　
鎌
倉
幕
府
の
五
壇
法

備
考

典
拠

金
剛
夜
叉

大
威
徳

軍
荼
利

降
三
世

中
壇
 （不
動
）

目
的
そ
の
他

年
　
　
　
月
　
　
　
日

『
阿
』

良
信
 （山
）

為
範
 （山
）

快
智
 （山
）

實
暁
 （山
）

忠
快
 （山
）

関
東
五
壇
法

建
保
４
年
 （1216

）
１

『
吾
』

円
親
カ
？

定
清
 （東
）

道
禅
 （寺
）

観
喜
 （山
）

定
豪
 （東
）

頼
経
赤
斑
瘡

嘉
禄
３
年
 （1227

）
11
月
24
日

２

『
吾
』
、『
五
記
』

定
雅
 （東
）

円
智
 （寺
？
）

観
喜
 （山
）

道
禅
 （寺
）

定
豪
 （東
）

頼
経
病

寛
喜
元
年
 （1229

）
７
月
８
日

３

『
吾
』

天
変

寛
喜
２
年
 （1230

）
９
月
27
日

４

『
吾
』

定
親
 （東
）

縁
快
カ
？

頼
暁
 （山
）

観
喜
 （山
）

道
禅
 （寺
）

天
変
祈
祷

寛
喜
３
年
 （1231

）
４
月
11
日

５

『
吾
』

竹
御
所
病

貞
永
元
年
 （1232

）
２
月
７
日

６

出
典
に
よ
れ
ば
、
修
法
中
に
交
代
が

な
さ
れ
た
ら
し
い

『
五
壇
類
聚
略
記
』

定
清
 （東
)

定
季
 （東
)

定
親
 （東
)

光
宝
 （東
）

定
豪
 （東
）

竹
御
所
産
死

文
暦
元
年
 （1234

）
７
月
27
日

７
上
に
同
じ

静
秀
 （東
？
)

信
顕
 （東
)

定
季
 （東
)

定
親
 （東
)

光
宝
 （東
）

上
に
同
じ

定
清
 （東
)

定
季
 （東
)

定
親
 （東
)

光
宝
 （東
）

定
豪
 （東
）

『
吾
』

定
豪
 （東
）

頼
経
疱
瘡

嘉
禎
２
年
 （1236

）
正
月
９
日

８

『
吾
』

尊
厳
 （東
）

寛
耀
 （東
）

賢
長
 （東
）

道
禅
 （寺
）

良
瑜
 （東
）

大
慈
寺
新
御
堂
供
養

嘉
禎
３
年
 （1237

）
６
月
22
日

９

『
門
』
『
五
記
』『
五
日
記
』

成
厳
 （東
）

聖
増
 （山
）

實
賢
 （東
）

快
雅
 （山
）

道
慶
 （寺
）

頼
経
上
洛
。
六
波
羅

暦
仁
元
年
 （1238

）
４
月
４
日

10

『
門
』
で
は
賢
長
が
降
三
世
、
円
意

が
軍
荼
利

『
門
』
『
五
壇
類
聚
略
記
』

承
快
 （山
）

猷
性
 （寺
）

賢
長
 （東
）

円
意
 （寺
）

道
慶
 （寺
）

将
軍
御
所
に
て

 
11

こ
の
日
、
新
造
の
壇
所
に
道
慶
が

移
っ
た
( 『
吾
』
)

『
門
』
『
五
記
』

賢
長
 （東
）

円
意
 （寺
）

良
信
 （山
）

快
雅
 （山
）

道
慶
 （寺
）

関
東
将
軍
家
御
祈

寛
元
元
年
 （1243

）
12
月
10
日

12

『
五
記
』
『
五
日
記
』

定
親
 （東
）

猷
性
 （寺
）

猷
尊
 （寺
）

道
禅
 （寺
）

道
慶
 （寺
）

頼
嗣
病

寛
元
２
年
 （1244

）
３
月
14
日

13

『
門
』
『
五
記
』『
五
日
記
』

定
親
 （東
）

猷
性
 （寺
）

猷
尊
 （寺
）

道
禅
 （寺
）

快
雅
 （山
）

頼
経
･
頼
嗣
病

寛
元
２
年
５
月
15
日

14

『
吾
』

将
軍
御
所
に
て

寛
元
２
年
８
月
19
日

15

『
五
記
』
『
五
日
記
』

守
海
 （東
）

成
恵
 （山
）

猷
性
 （寺
）

猷
尊
 （寺
）

道
慶
 （寺
）

関
東
大
納
言
入
道
殿

寛
元
２
年
９
月
１
日

16

『
五
日
記
』

寛
位
 （東
）

承
快
 （山
）

公
円
 （山
）

賢
長
 （東
）

道
慶
 （寺
）

関
東
大
納
言
入
道
殿

寛
元
３
年
 （1245

）
５
月
15
日

17

『
門
』
『
五
記
』

寛
位
 （東
）

隆
弁
 （寺
）

印
円
 （山
）

道
禅
 （寺
）

道
慶
 （寺
）

関
東
将
軍
家
御
祈

寛
元
３
年
６
月
26
日

18

『
五
日
記
』

成
恵
 （山
）

猷
性
 （寺
）

賢
長
 （東
）

円
意
 （寺
）

良
禅
 （山
）

関
東
大
納
言
入
道
殿

寛
元
４
年
 （1246

）
４
月
２
日

19

『
吾
』

隆
弁
 （寺
）

広
御
所
に
て

文
永
３
年
 （1266

）
５
月
24
日

20

『
弘
安
四
年
異
国
御
祈
祷
記
』

源
恵
カ
？

異
国
降
伏
。
日
光
山

弘
安
４
年
 （1281

）
４
月
16
日

21

『
鶴
岡
社
務
記
録
』

隆
成
 （寺
カ
？
）

承
俊
 （寺
）

頼
弁
 （寺
）

円
勇
 （寺
）

隆
弁
 （寺
）

弘
安
４
年
閏
７
月
３
日

22

『
鶴
岡
社
務
記
録
』

頼
円
 （東
）

有
助
 （東
）

安
芸
僧
正

顕
弁
 （寺
）

道
潤
 （山
）

蝦
夷
降
伏
。
高
時
亭

正
中
元
年
 （1324

）
５
月
19
日

23

※
　
表
は
森
茂
暁
氏
「
五
壇
法
の
史
的
研
究
」
（『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
39
号
、
1994

）
表
２
と
平
雅
行
氏
「
将
軍
九
条
頼
経
時
代
の
鎌
倉
の
山
門
僧
」
表
１
を
参
考
に
し
た

※
　『
阿
』
は
『
阿
娑
縛
抄
』
、『
吾
』
は
『
吾
妻
鏡
』
、『
五
記
』
は
『
五
壇
法
記
』
、『
五
日
記
』
は
『
五
壇
法
日
記
』
を
あ
ら
わ
す




